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近代日本研究

第11巻（1994)

はじめに

明治前期国際結婚の研究

国籍事項を中心に一一

小山 騰

近代日本の大きな特徴の 1つが国際化である．日本および日本人と他の

諸国家および諸国民との関係は近代以降著しく伸展した．その近代日本の

国際化の態様はし、ろいろな分野に表れているが，日本人と外国人との関係

に，とりわけその中でも日本人が外国人と結婚の関係を結んだ国際結婚に

象徴的に反映されているように考えられる．そこで，一方の当事者が日本

人である国際結婚を調べることにより，日本人と諸外国人との関係，そし

てひいては日本と諸外国の関係がよりよく理解できるようになるのではな

いだろうか．

国際結婚は国籍を異にする男女による結婚であり，国際結婚の定義の基

礎にあるのが国籍とし、う概念である．その国籍の概念は近代国家の誕生と

共に成立したものである．国際結婚は歴史的に見ればまさに近代の産物で

ある．日本で最初に国籍事項を取り扱った法律は太政官布告第103号で、あ

り，日本人と外国人の結婚を許可しその場合の当事者の国籍の移動を規

定している．日本で最初に国籍事項を制定した成文法が国際結婚を許可し

た法律なので、ある．この太政官布告の規定は原則として日本の国際私法で
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ある法例が明治31年に実施されるまで存続したので、ある．太政官布告第

103号の下での国際結婚は日本政府による許可が必要で、あったので，国際

結婚の個々の事例の史料が中央政府に残された．一方，法例の下での国際

結婚は例外はあるにしても原則として日本政府からの許可は必要でなくな

り，中央政府に国際結婚の史料が集中的に残されることはなかった．法例

の下では国際結婚の事例が地方官庁などに申請されたが，その地方官庁な

どに提出された国際結婚の個々の事例を史料的に網羅することは非常に困

難であると予想される．そこで，この史料の制約上，本稿では，太政官布

告の下に日本政府から許可された明治 6年（1873年）から明治30年（1897

年）までの24年間の国際結婚の事例を研究の対象としそして，国籍事項

を中心にその時代の国際結婚が意味するものを探る．

本稿では，まず最初に，慶応3年および明治 5年に英国から出された国

際結婚許可の照会により明治6年に国際結婚の規則である「太政官布告第

103号」が成立しそれに対する英国を中心とする各国の反応を取り扱い，

国際結婚の規則の歴史的成立過程に言及する．次に，太政官布告第103号

による国際結婚の許可の手続を述べ，その手続によって残された国際結婚

の史料に依拠し，明治6年から明治30年まで、の許可された国際結婚の総数

を推定する．続いて，国際結婚の個別のケースに入り，国際結婚第 1号と

見なされる南貞助の結婚，およびその南貞助の英国での結婚よりも 3年ほ

ど前に同じ英国で結婚していた尾崎三良の結婚と離婚を記述し，最初太政

官布告第103号を承認しなかった英国公使ノζークスが事実上それを承認す

るようになる以前に英国人が関係した事例にも触れる．その中で許可され

なかった例として若山儀ーの場合も取り上げる．また，同じように許可さ

れなかった国際結婚の事例として，皇族北白川宮能久親王の婚約事件，ま

たその結婚に強く反対した木戸孝允と国際結婚との関わりにも言及したい．

個別事例の最後として，外国人婿養子・入夫の一例として男色者でもあっ

た「快楽亭ブラック」の結婚も取り上げる．そして，最後に，本稿掲載
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(163ページ 169ページ）の国際結婚のリストに含まれる230のケースを国籍

により分析する．

国際結婚の最初の照会

国際結婚についての外国からの最初の問い合わせは，慶応 3年4月27日

に英国領事マイパークより神奈川奉行水野若狭守へ出された，日本に外国

人と日本人との婚姻を禁止する法が存在するかどうかとし、う照会である．

これに対して，水野若狭守は，同年4月29日付の手紙で，外国人と日本人

の婚姻を禁止する法はないが，またそのような婚姻を許可したこともない

ので即答することができないと述べ，改めて政府（徳川幕府老中）に上申

した上で、回答すると返事をした．そして，同じ 4月29日付で神奈川奉行で

ある早川能登守と水野若狭守はこの件につき，老中井上河内守，外国奉行

および幕府評定所の定期会合である「立合」の関係者に伺を出している．

その伺の中で，神奈川奉行は，外国人と日本人の婚姻を禁止する法がない

と回答すると直ちに婚姻を取り結びたいという申し出があるかもしれない

しまた，現在の状況では内外人の婚姻許可を断ることも困難であるので，

外国人が遊女を本国に連れ帰る件も含めて下知してほしいと述べている．

神奈川奉行の伺に対して，外国奉行は，日英両国が和親条約を結んだ上は

両国の国民が親しく交際し，その結果婚姻を取り結ぶようになるのは自然

のことで，すでに欧州とアジアでは一般国民はもちろん帝王なども外国人

と婚姻を結ぶことが普通になっており，日本人と外国人の婚姻は許可する

べきであると述べ，書類を大目付・目付に回している．大目付・目付の評

議では，上代に三韓人が日本に移住し日本人と婚姻を結んだ故事にも触

れ，外国との条約も勅許されたので，現今の状況では外国人と日本人の婚

姻を許可せざるを得ないのであるが，この件は新しい事柄であるので，過

去の文献などをよく調べ，将来に弊害を残さないように回答するように述
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ベ，関係書類を勘定奉行・同吟味役に回付している．勘定奉行・同吟味役

の評議では，現今のように内外の交通往来が隔たりなくなれば，内外人が

婚姻を結ぶことは自然のことで，それに関係するキリシタ γ追及の旧法な

どはどのように改めてもかまわないと述べ，しかし外国人が遊女を本国

に連れ帰ることについてはこれを禁止し外国人と日本人の婚姻の件は評

定所の一座の評議にかけるように指示している．そしてその評定所一座の

評議では，これまで外国人と日本人の婚姻については規則がなかったが，

各国と和親条約を結んだので，外国人が日本人を要ることは差し支えない

と回答するように指示している．ただし，内外人の婚姻には規則があるこ

とも伝えるよう回答している。そして，若年寄および若年寄並の遠山信濃

守と平山図書守は，それまでに出された評議などの内容を検討し外国人

と日本人の婚姻は願済みの上で許可し，かつ外国人が妻子を本国へ連れ帰

る件も認可するように指示した神奈川奉行に対する下知案を，慶応3年5

月25日に老中井上河内守，松平周防守等に提出し，老中松平周防守よりそ

の下知案が許可されたことが示され，その下知が神奈川奉行に出されてい

る．そこで，神奈川奉行である水野若狭守は，この老中からの下知に基づ

き，慶応3年6月付の書簡で，外国人と日本人との婚姻について日本人と

条約締結国の国民との婚姻は許可する旨を英国領事マイパークに伝達した．

前述の老中より神奈川奉行へ出された下知の中には，内外人の婚姻を許

可する件に続き，外国人が日本人妻および2人の間の子供を本国に連れ帰

りたし、と願い出た時はそれを許可するようにとし、う趣旨も含まれていた．

そこで，神奈川奉行は慶応3年6月再び伺を出し，今までの規則では外国

人に雇われていた遊女は日本側の人別帳（戸籍）に属し，外国人はその遊

女を本国に連れ帰ることができなかったと新しい指令と過去の規則との違

いを指摘しまた遊女と外国人との聞に生まれた子供は以前より外国の人

別帳に属しそれゆえに外国人が本国に連れ帰る際わざわざ日本側にその

旨を願い出る必要はなく，外国人にそのことを願い出るように伝達するこ
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とは外国との間で論議をもたらすと述べ，神奈川奉行はそれらの指摘につ

き上司の承認を得ている．また，慶応3年8月24日付で，外国総奉行およ

び外国奉行より日本人と外国人との婚姻を許可することになった件で、上申

書が出され，外国人との婚姻が許可され外国人の妻となって外国籍に入る

日本人は外国人として取り扱わなければならないが，外形が日本人なので

外国人として区別することが困難であるなどの点が指摘されている．また，

同年9月16日には，同じ件につき神奈川，長崎，箱館の各奉行に外国人と

婚姻した日本人は外形は日本人であるが，外国の人別（国籍）に入るので

日本人として取り扱わないようにとし、う指令が出された．いずれもここで

焦点となっている点は，外国人の妻となる日本人の人別が外国の人別に移

る点で，国際結婚が抱える国籍事項が早くも問題となっている．

太政官布告第103号

旧幕府時代の日本人と外国人との婚姻許可が慶応3年6月に出されてか

ら1年強で徳川幕府は倒壊している．この間に実際に婚姻を許可されたも

のは 1組もなかった様子で、ある．その後，内外人の婚姻許可が再び問題と

なるのは，明治5年11月19日の書簡で旧幕府時代と同じように英国領事で

あるロパートソンより神奈川権県令大江卓宛に英国人と日本の婦人とが結

婚する場合日本政府はそれを許可するか，また許可する場合その婦人に所

属する財産は夫のものに所属するようになるのかとし、う問い合わせが出さ

れた時で、ある．これを受けて，神奈川県は外務省に伺を出し，外務省では

旧幕府時代の慶応3年4月に英国領事より同様の聞い合オ〉せがあり，老中

より許可されているので，その時の英国領事宛の回答書を提出するように

神奈川県に掛け合った．これに対して，翌明治 6年 1月，神奈川県は回答

書は旧幕府時代のことなので、見つからなかったが，旧幕府時代より引き続

き奉職している職員がその写を所持していたので、その写を提出した．その
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写を得た外務省、は明治6年 1月18日に太政官正院宛に伺を出し，内外人の

婚姻についてはすでに旧幕府時代に許可しているので許可すべきであるが，

今後この件は内外の国籍，財産とりわけ不動産，そして宗教に関係してく

るので，どうしても一定の規則が必要であると上申している．これに対し

て，太政官正院は太政官左院と司法省に意見を徴している．太政官左院は

国籍関係についてはフランス民法に倣い，外国人の妻となる日本人は外国

籍に入り，日本人の妻となる外国人は日本の籍に入るべきだとし、う意見な

どを同年 2月に出している．司法省は同年 2月25日に後に太政官布告第

103号として布告される規則とほとんど同じような規則を上申している．

太政官布告第103号の国籍事項におけるフランス民法の影響は太政官布告

の規則案がフランス民法の影響が強い司法省で、作成されたことやまた左院

から出された内外婚の妻の国籍についての意見などが基本になっているよ

うに思われる．そして同年3月2日に太政官正院より外務省に 1月18日の

外務省の伺に対して内外人の婚姻についての規則案（司法省が作成したも

の）が作成されたとし、う指令があり，外務省では同年 3月5日にその規則

を少し修正したし、と太政官正院に願し、出て， 3月7日に承認されている．

そこで，外務省は3月8日に太政官正院にその一部修正した内外人婚姻の

規則を各国公使に伝達すると共に国内にも布達する必要があるとし、う伺を

出し， 3月15日付で承認されている．そして，その内外人の婚姻規則は明

治6年 3月14日付で太政官布告第103号として公布された．これが日本で

最初の国際結婚の規則である．

その太政官布告第103号の全文を掲げると以下の通りである．

自今外国人民ト婚姻差許左ノ通候規相定候僚此旨可相心得事
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1. 日本人外国人ト婚姻セントスル者ノ、日本政府ノ允許ヲ受クへシ

1.外国人ニ嫁シタル日本ノ女ハ日本人タルノ分限ヲ失フヘシ若シ故

有ツテ再ヒ日本人タルノ分限ニ復センコト願フ者ハ免許ヲ得能フ可
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1. 日本人ニ嫁シタル外国ノ女ハ日本ノ国法ニ従ヒ日本人タルノ分限

ヲ得へシ

1. 外国人ニ嫁スル日本ノ女ハ其身ニ属シタル者ト雛モ日本ノ不動産

ヲ所有スルコトヲ許サス但シ日本ノ国法井ニ日本政府ニテ定タル規

則ニ違背スルコトナクパ金銀動産ヲ持携スノレハ妨ケナシトス

1. 日本ノ女外国人ヲ婿養子ト為ス者モ亦日本政府ノ允許ヲ受クベシ

1. 外国人日本人ノ婿養子トナリタル者日本国法ニ従ヒ日本人タルノ

分限ヲ得へシ

1. 外国ニ於テ日本人外国人ト婚嫁セントスル者ノ、其国或ノ、其近国ニ

在留ノ日本公使又ハ領事官ニ願出許可ヲ乞フベシ公使及ヒ領事官ハ

裁下ノ上本国政府へ届出ベシ

この布告の要旨は，日本人が外国人と結婚する時は日本政府の許可が必要

であり，内外婚姻の妻の国籍は夫の国籍に従い，外国人が日本人の婿養子

になる時は日本国籍に入るなどの点である．その中で後に問題となるのは，

日本人と結婚した外国人の女が日本国籍に移らなければならないことと，

日本人の婿養子になった外国人が日本国籍に移らなければならないという，

L、ずれも外国籍から日本国籍へ移動する点である．

太政官布告第103号に対する各国の反応

太政官布告第103号として公布された内外人婚姻規則は明治 6年 3月12

日付で各国公使およびスイス領事に通達された．これに対して， ドイツ，

フランス，英国などの各国公使より異論等が寄せられた．チュレンヌフラ

ンス代理公使は私生子および婿養子についての規則の不備を指摘しプラ

ントドイツ公使はドイツ人がドイツ国籍を失うかどうかを決める権利は日

本政府ではなくドイツ政府にあり，外国人が日本人の女の婿養子になる時

自分の国籍を失うとし、う外国人の婿養子の箇所に異議などを唱えている．
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ミークス英国公使は英国の横浜副判事ハンネンの書簡を添え，日本政府は

自国民のために法律を制定する権利は所持しているが条約締結国の国民に

対して法律を制定する権利はなく，したがって太政官布告の英国人に関係

する部分は無効であり，英国人には適用できない旨を伝えてきた．また，

ミークスは同じ手紙で日本の婚姻および離婚の法律を参考にしたし、旨を表

明している．この件につきパークスに勧告したノ、ンネンの書簡で問題に

なっている箇所は，「日本人ニ嫁シタル外国ノ女ハ日本人民ノ分限ヲ得へ

シ」と「外国人日本人ノ婿養子トナリタル者ノ、日本国法ニ従ヒ日本人タル

ノ分限を得へ、ン」の 2箇所で，いずれも英国人が日本人の妻または婿養子

として日本人と結婚する時は英国籍を捨て日本国籍を取らなければならな

し、とし、う規定である．ハンネンの書簡の要旨は日本政府は上述した太政官

布告の規定のように英国人を束縛する権利を所持していないという点であ

る．以上述べた各国の反応の中で、興味があるのは，英独仏の 3ヵ国の公使

がし、ずれも外国人婿養子の箇所に異議を唱えている点である．婿養子制度

は西洋にはない制度であり，その上夫となる自国民が自国籍を捨てて日本

国籍に入らなければならない点は理解しがたし、ことで、あったと思われる．

一方，横浜副判事ハンネンが英国籍の女はたとえ日本人と婚姻しでもその

英国籍は失われないとして強く反論している太政官布告第103号の「日本

人ニ嫁シタル外国ノ女ハ日本人民タルノ分限ヲ得へ、ン」とし、う箇所につい

て，フランス代理公使がまったく問題にしていない点が注目される．ここ

の箇所はフランス民法の影響に基づくところなので，フランス側の規則に

沿っているのかもしれない．いずれにしても，各国の異議等を受け取った

外務省では明治 6年 5月13日に英国，フランス， ドイツなどの各国公使宛

に内外人婚姻規則の改正については確定次第報知すると回答している．し

かし実際にはそれ以降規則改正の件は確定せずに，太政官布告第103号

は日本の国際私法である法例が実施される明治31年まで存続した．

太政官布告第103号発令の直接のきっかけが明治5年の英国領事からの
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照会であり，また同布告で、内外人の婚姻を許可する根拠になったのが旧幕

府時代の英国領事からの問い合わせに対する回答であり，明治新政府時代

および旧幕府時代のいずれも英国側からの照会がこの件について契機に

なっているので，ここでは英国側の事情をさらに詳しく見てみたい．前述

したように，外務省は明治 6年5月13日に各国公使宛に内外婚姻の規則改

正について確定次第通達すると連絡したが，その後 1ヵ月ほどたっても何

も連絡がなかったので，英国公使パークスは太政官布告第103号の翻訳，

横浜副判事ハンネンの書簡，パークスの外務省宛の書簡を添え， 1873年

（明治 6年） 6月10日付で英国外務省に太政官布告第103号について判断を

仰し、でいる．パークスの問い合わせは英国外務省より法務官（TheLaw 

Officers of the Crown）に回され， 1873年（明治 6年） 8月28日付で法務官

の回答が出されている．その回答の中で，法務官は横浜副判事ハンネンの

太政官布告第103号に対する反論はハンネンの反論の最後の 1点を除きす

べて無効であると指摘している．ハンネンの反論の最後の 1点とは，太政

官布告の最後の箇条が外国において外国人と婚姻する日本人は日本の在外

公館に願い出て許可を得るようにと指示しており，この太政官布告が日本

に在住する外国人のみならず外国に在住する外国人にも適用されることが

示唆されている点に対する反論である．すなわち，ハンネンは英国の女が

英国で日本人と結婚し英国に在住する場合にも太政官布告によるとその英

国の女は英国籍を捨て日本国籍を取得しなければならないようになるが，

日本政府は英国に住む英国人にそのようなことを主張する権利はないと反

論する．この点についても法務官はこの件に類似した判例を引用しハン

ネンの反論に疑問を提出している．結局，法務官はハンネンの太政官布告

第103号についての反論のほとんどすべてを否定したので、ある．

法務官の報告を受け取ったノζークスはそれをハンネンに回送しハンネ

ンがそれに対してまた長文の議論をノミークスに寄せたので，パークスは

1873年（明治 6年） 12月29日付で英国外務省に書簡を出しハンネンの議
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論を送付すると共に日本人と婚姻する英国の女と日本人の婿養子になる英

国人が日本の法の下に従属するようになる点を心配していることを伝えた．

ハンネンの議論は多岐にわたっているが，その要旨は英国人が拷問や妾そ

して夫が妻を売春宿に売るようなことが認められたりしている野蛮な国で

ある日本の法律の下に入ることに対する懸念で、あり，日本人と結婚する英

国人は英国籍を保持し日本国内においても日本と結んだ条約の治外法権の

条項で保護されるべきだとする点である．一方，法務官の方はパークスの

書簡に回答を出しこの問題について以下のように結論を下している．す

なわち，英国の女が日本人と婚姻する時夫の国籍である日本国籍に入る点

はまったく問題なく，英国の法律でもそのように規定されているしまた，

日本人の家に婿養子として入る英国人が日本国籍を取らなければならない

点は日本と英国が取り交わした条約によれば無効かもしれないが，その方

が相続上または当事者で、ある英国人にとって利益をもたらすならば有効と

認めることができる．その後，英国側でこの太政官布告が問題となったの

は， 4人の英国人（ウィリアム・クレーン， J.L.O.イ一トン，ジョージ・ウェ

ーキ，へンリー・クレーン）が日本婦人と結婚したいとしづ申請を神奈川

（横浜）の英国領事であるロパートソンに提出した時で、ある．それらの申

請を受けて，ロパートソンは英国人と日本人の婚姻規則について，パーク

スに問い合わせをしたので，パークスはこの問題について1876年（明治9

年） 4月24日付で英国外務省宛に書簡を送り，その中で問題となっている

内外人の婚姻規則につき，次のように結論を出している．すなわち，パー

クスは依然として婚姻および離婚に関係した日本の法制につき日本側から

適切な説明を受け取っていないが，以前に受け取ったこの件についての法

務官の回答に基づき，日本人と結婚する英国の女が条約の治外法権の条項

の保護を離れ日本の法の下に従属するようになる点を承認するようなった

と述べている．

以上のような英国側の事情はもちろん日本側には知らされてはし、なかっ
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た．日本側でも英国公使を含む各国公使が太政官布告第103号を承認して

し、ない点は問題になっていたが，それに対する反応には多少ゆれがあるよ

うに思われる．たとえば，明治 8年5月27日付の太政官正院法制課議案の

中で，「縦令右布告ニ対シ各国公使ノ内之ヲ承諾セサル者アリトモ之ヲ行

フニ当テ差問ノ筋ハ決、ンテ有之問敷」とたとえこの布告が外国公使から承

認されなくてもそれにつき支障があってはならないとしているが，一方，

同じ議案の中で「英国公使ニ於テ方今御国生命ト財産所有ノ権トノ法律ノ

未タ精明ナラサルヲ以テ英人ヲシテ其法律ノ下ニ立タシメ難キノ旨意申立

モ有之」とパークスが日本の法律が未整備であることを理由に内外婚姻に

よる英国人の日本国籍所得を許可しない点などについても配慮している．

外務省は明治 9年6月12日に内外結婚規則改正について上申しているが，

「右規則ハ外国公使承認不致依テ実際施行ニ差支候問」と外国公使が内外

結婚規則を承認しないことを改正の理由として上げている．その外務省の

上申を審議した太政官法制局で、は，太政官布告第103号の中で問題になっ

ている第5条（外国人婿養子が日本籍に入らなければならないとする条項）と第

6条（外国における日本人と外国人との結婚に関連する条項）を廃止する改正

案を提示している．ハンネンが主張している条約締結国の女が日本人と結

婚して日本に住む時は治外法権の特権により日本国籍の取得が免除される

べきだとする点は，日本が締結した条約には婚姻の条項はないとして退け

ている．以上のような改正案も実際には施行せられることなく，前述した

ように太政官布告第103号改正の件は明治31年の法例実施まで確定しな

かったので、ある．

国際結婚許可の手続

太政官布告第103号では 2ヵ条にわたり国際結婚の許可について規定し

ている．まず，日本人が外国人と結婚する時は日本政府の許可が必要であ
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り，次に，日本人が外国で外国人と結婚する時は在外日本公使または領事

官に出願し，それを受けて公使または領事官が裁可の上本国政府に屈を出

すとし、う規定である．最初の規定は明らかに日本国内で国際結婚の許可を

受ける場合で，実際には国際結婚の許可申請は地方官庁である府県を通し

て太政官に送られ，太政官より国際結婚の許可が下りた．明治18年に太政

官制度が廃止になり，内閣制度が設置されると，内務大臣（内務省）が太

政官の役割を引き継いだ．国際結婚の許可が外国で申請される場合，明治

6年の布告では在外公使または領事官が裁可するように規定されているが，

外務省は明治 9年11月に在外公使および領事宛に指令を出し，「右篠規改

正中ニ付当分ノ内結婚願出候者有之節ハ証書類何レモ本書ノ侭当省ヲ経由

シ政府ノ許可ヲ得候様可被致事」と当分の問在外公使または領事官が国際

結婚の許可を裁可するのではなく，外務省経由で日本政府から許可を得る

ように指示している．外務省の指令の中の「右僚規改正中ニ付」というの

は前述した明治9年6月11日付の外務省による内外結婚規則改正の上申の

ことで，その改正の理由は外国公使が太政官布告第103号を承認しないか

らである．英国公使パークスなどが太政官布告第103号を承認しない件は

国際結婚の実際の許可手続まで影響を及ぼしているのである．その後，明

治14年11月に至り，外務省は在外公使および領事官などに以後国際結婚許

可の申請を受けたならば，その願意を聴許の上外務省を経て戸籍削除の義

を本籍地方官庁に通知するに止め，送籍には及ばない旨を通達している．

すなわち，国際結婚許可申請の裁許に関しては再び明治6年太政官布告第

103号発令当初の方式に戻され，在外公使および領事官が裁許することに

なった．

国際結婚関係の史料および国際結婚の推定総数

前述した国際結婚許可の手続の関係上，国際結婚の許可に関連した個々
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の事例の史料および情報は，太政官および内務省関係は「太政類典」およ

び「公文録」の中に，在外公館を管掌する外務省関係は外務省外交史料館

所蔵「内外人民結婚雑件 1-3」の中に保存されている．「内外人民結婚雑

件1-3」は本稿が対象とする明治 6年より明治30年の24年間に許可された

外務省に関係した全部の事例を含んでいるが，「太政類典」及び「公文

録」は太政官および内務省関係を通じて許可された明治 6年から明治18年

までの事例しか含んでいない．明治19年以降の事例は「太政類典」および

「公文録」を所蔵している国立公文書館ではプライヴァ、ン一保護のため公

開していない．幸いにも内務省、が許可した明治25年から明治30年までの事

例は内務省より外務省に通牒されており，それら資料が外務省外交史料館

所蔵の「内外人民結婚雑件 3」の中に含まれている．しかし，それでも内

務省が許可した明治19年から明治24年までの 6年間の事例はこれまでに記

述した史料の中には含まれていない．東京都公文書館は「回議録 結婚之

部 明治14年ヨリ明治18年マデム「内外人結婚簿 自明治19年至同20年」，

「内外国人結婚明治21年」，「内外国人結婚 明治23年ヨリ同25年ニ至ル」，

「内外国人結婚簿 明治26年」とし、う国際結婚の史料を所蔵しており，そ

れらの中になんらかのかたちで、東京府が関係した国際結婚の明治22年を除

く明治14年から明治26年までの事例が含まれている．東京都公文書館の史

料により，国立公文書館で公開されていない内務省関係の明治22年を除く

明治19年から明治24年までの事例をある程度補うことができる．なぜなら

ば，この時代に国際結婚に関係する府県はほとんど東京府，神奈川県，長

崎県，兵庫県ぐらいに限られ，首都を管轄する東京府の役割は大きかった

からである．また，明治19年より明治30年まで期間，「官報」に内務省、が

許可した国際結婚の数が府県からの報告として掲載されている．通常は許

可された数，国籍，男女別などしか報告されていないが，明治19年より明

治24年の期間で，長崎県から報告されている 3件の事例には当事者の名前，

国籍，許可年月日などが掲載されていま：また，国立公文書館の史料が公
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関されていない同期間で，他の史料にない 2件の事例が「女学雑誌」に報

告されている．また，堀内節編「明治前期身分法大全」（日本比較法研究所

発行）の第 1巻（婚姻編 1' 1973），第 2巻（婚姻編 2' 1974），第 3巻（親子

編， 1977）にも本稿に関係した多数の国際結婚の事例が記載されている．

以上述べた史料に基づき作成したのが本稿に掲載の明治 6年から明治30年

の24年間にわたる日本政府から許可された国際結婚の事例のリストである．

このリストで掲載の基準としたのは日本政府による国際結婚の許可であり，

入籍などのような結婚を公的に登録するものではない．もちろん，結婚許

可数が，実際の結婚そのものの数とは同数ではないにしてもそれに近い関

係にあることは確かであろう．また，本稿リストの事例掲載の順序も結婚

許可年月日によった．許可年月日はできるだけ太政官，内務省，外務省，

在外公館からの正式の許可年月日を採ることにしたが，やむをえず不明な

場合，それに準ずる年月日，たとえば外務省の公信などの日付を採用した．

結婚を許可された男女の氏名については，外国人の場合原綴がわかればそ

れを採用し，また日本人の女性の名前の部分のようにその文字がひらがな，

カタカナ，漢字と書類により変わる場合 1番適切と思われるものを採用し

fこ．

さて，上記のようにして作成した本稿掲載のこのリストには230件の事

例が含まれている．内務省、で、許可された国際結婚の事例が不完全にしか含

まれていない明治19年から明治24年の期間，前述したように「官報」に内

務省が許可した国際結婚の件数が報告されている．この件数とこの期間リ

ストに掲載されている事例の数とを照らし合わせれば，何件ほどがリスト

に欠けているかが判明する．ただし「官報」掲載の記述が国籍，男女別，

許可年などしか記載されておらず，また神奈川県からの報告のように許可

申請進行中の件数が含まれていたりして，「官報」の件数と本稿のリスト

との事例を正確に特定するのは困難であるが，本稿リストには明治20年に

5件ほど，明治21年に 6件ほど，明治22年に13件ほど，明治23年に 2件ほ
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ど，明治24年に 9件ほど，合計およそ35件ぐらいが抜け落ちていると推計

することができる．この本稿リストに抜け落ちていると推定される件数を

加えると，明治 6年から明治30年までの24年間に日本政府から許可された

国際結婚の総数はおよそ265件ぐらいではないかと推計することができる．

国際結婚の最初の事例

本稿掲載のリストで最初に日本政府から許可された国際結婚の事例とし

て南貞助と ElizaPittman （英国）の結婚を掲げ、たがこれについては説明

が必要である．南貞助はロンドンで1872年（明治 5年） 9月20日にライ

ザ・ピットマン (ElizaPittman）と結婚し翌年明治 6年にライザをとも

ない帰国している．そして同年5月31日付で「本邦全権大使殿下井ニ大弁

務使閣下御聞届相成」と岩倉使節団がロンドン滞在中同使節団の全権大使

および大弁務使より結婚の許可を得たとして，英国の結婚証明書の翻訳を

添え，山口県の東京出張所にライザとの結婚の届を提出している．南貞助

の届は同年6月3日付で山口県の東京出張所より外務省に送付されている．

ロンドンにおける実際の結婚許可の様子は南貞助の自著によると次のよう

に記述されている．

余先年海外遊学以来人種改良論者タリ何レノ日カ日英混種ノ子孫ヲ得

ント欲ス依テ其主意ヲ岩倉大久保木戸伊藤山口諸君則チ正副大使ニ計

ルニ伊藤君ノ、未ダ早シトイヒ大久保君ハ数年在英ノ見込ナレパ好シト

ス其他ハ同意ナリ併シ元ヨリ結婚条例ノ如キモノ未ダ本邦ニ許可ナキ

当時ナレパ直ニ本邦へ同行スノレハ危険アリトセリ是ニ於テ英国サレ県

チヤールスピットメン氏第三女ト英法ニ依テ結婚ス是レ本邦人ニシテ

西洋人ト結婚ノ嘱矢ナリ

すなわち，南貞助とライザとの結婚許可について伊藤博文は時期尚早であ

るとし、う意見であり，大久保利通は在英数年とし、う条件を付けているが，
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残りの岩倉使節団の正副大使は結婚に同意したとしている．はたして外務

省が南貞助の届を受理した時点で、結婚を許可したと見なしたかどうかは

はっきりしないところであるが，私見では結婚は許可されたと判断する．

とし、うのは，後に外務省で南貞助とライザとの離婚が問題になった時外務

省では該当の結婚は整備していたと見なしているからである．南貞助は明

治18年香港領事の時第二の夫人となる伊沢せんとの結婚の届を外務卿井上

馨に提出し井上馨より前の英国人の夫人であるライザとの関係が正式に

離婚した状態かまたは単に別居の状態かを尋ねられ，南貞助はライザとの

結婚は正式の手続を履行しておらず，またライザは自分の本籍にも入籍し

ていない旨を回答したので，それに対して，井上馨は明治6年に南貞助が

山口県を通して外務省に提出した書類を添え，ライザとの結婚は整備して

いるように見なされると返信している．南貞助は井上馨宛の書簡にてその

当時山口県の東京出張所に結婚の届を出した様子を次のように説明し，そ

の目的は英国における婚姻手続の開陳であるとしている．

右山口県へ届出タルハ其頃東京ニ右県出張所ナルモノ設立有之其出張

所ヨリ外務省ヨリ英国ニ於ケル婚姻手続キ可申出旨御達有之候云々通

知有之則チ其手続キ開陳致候次第二有之入籍等之手続キヲ為シタル義

ニ無之候

井上馨がなぜ南貞助の離婚につき細かく注意を払っているかといえば，井

上馨自身がこの頃に似たような日本人とその英国夫人の離婚問題に外務卿

として関係していたからで、ある．それは，後述する尾崎三良と彼の英国夫

人パサイアとの離婚の件である．尾崎三良と英国人ノミサイア・モリソン

CBathia Catherine Morrison）との結婚は実際に日本政府から公式の許可

を得たのは明治13年で、あるが（本稿掲載リスト44），英国における結婚の日

付は南貞助の場合よりも 3年程前の1869年（明治2年） 3月4日である．

この尾崎三良の離婚およびその英国人妻および3人の娘の扶養問題などの

件ははっきりいえば個人的な問題であるが，外国人が関係するので公的機
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関である外務省で取り扱われたので、ある．この件については，井上馨はパ

サイア・モリソンの父親で、あるウィリアム・モリソンと個人的に面識があ

り，すでに明治13年（1880年）当時から外務卿として関係していたので、あ

る．また，それより以前，明治11年に伊藤博文は書簡にてこの件に関する

尾崎三良の依頼を井上馨に伝達している．

さて，南貞助が最初の夫人である英国人のライザ・ピットマン (Eliza

Pittman）を離縁したことについては南貞助の前述した同じ自著によると

以下のような理由があった．

余ハ先年欧州、｜ヨリ帰朝以後常ニ妻ニ対シ切ニ日本語ヲ学ブノ必要ヲ諭

告スト難トモ更ニ余ノ勧メヲ用ヒズ又本邦人ト相合ハズ且ツ一子ヲ産

セズ終ニ発狂ノ徴アリテ兇器ヲ以テ余ヲ狙撃セントスルニ至ル友人大

学雇教師英人ドクトルダイフルスノ仲裁ニ依テ今後ヲ戒メ再ビ斯如キ

ノ行為アルニ於テノ、離縁スベキコトヲ証書ニ約セリ然、ルニ数月ナラズ

シテ重テ之ヲ行フ是ニ於テ止ムヲ得ズ離縁シテ英国に帰ス

南貞助が述べるところによると，南貞助はライザに日本語を学ぶようにす

すめたが，ライザは日本語も学ばず，また日本人との交際もうまくし、かな

かった様子で、ある．また，前述したように，南は「人種改良論者」で、あっ

たが，南貞助とライザとの聞には子供が出来なかった．そして，ライザ、は

発狂の兆しを示し南貞助を凶器で狙撃しようとしたので，東京大学の御

雇教師であるダイヴアース (EdwardDivers）の仲裁により再び同様の行

為がある時はライザを離縁するとし、う証書を作成したが，数ヵ月もしない

内にライザが同じような行為に及んだのでィ南貞助はライザを離縁し，彼

女を英国に帰した．

南貞助が香港領事の時第二夫人となる伊沢せんとの結婚の届を提出し，

明治18年の終わりから明治19年の初めにかけて外務卿井上馨との間でライ

ザとの離婚について書簡を交わしたことは前述したが，その時の書簡の中

でも南貞助はライザを離縁した時の様子を詳述している．まず，南は，英
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国において妻が夫に対して「残酷」の行為を行う時は，夫が「残酷」の廉

をもって妻を離縁する場合は多くあると述べ，自分はライザ刀ミら「残酷」

の行為を受けたので、あるから，たとえ英国の法律によってもライザを離縁

することができると示唆し，以下のように具体的にライザの行為を説明す

る．ここで南がし、う「残酷J とは暴力行為ぐらいの意味であろう．

其残酷ナルハ拙官之愛スル実父井実伯父母兄弟等ニ対、ン残酷無礼ヲ行

ヒ共ニ其残酷ヲ受クコト数度ナリ仰テ実父ハ同居ヲ去リ他家ニ於テ死

シ其他拙官ノ面部及ヒ手足ヲ負傷セシメタルコト数度ナリ明治十五年

二月ニ至リテノ、日本刀ヲ以テ切リ掛リ酷シテ之ヲ脱シ実伯ノ家ニ到リ

衣類等ノ扶助ヲ乞ヒ或ハ官吏之家ニ潜伏スルコト数日既ニ告発シ法律

ニ訴へントセシモ英国人親友之仲裁ニ依テ別紙乙号約定書ヲ以テ誓ヲ

ナスニ付此度限リ勘弁ヲ加へ候処其後一月モ過キシ三月中重テ殆ント

同様之挙動有之候故離縁之義申渡シ候処英国へ送リ帰シ呉候様申出候

故同年四月上旬横浜出帆為致候

すなわち，ライザ、は数度にわたり，南貞助の父，伯父夫婦，兄弟などに無

礼なる暴力行為を働き，そのため，貞助の父は貞助の家を去り，他家で死

去した．また，南貞助自身も数度にわたり顔や手足をライザにより負傷さ

せられた．そして，明治15年2月にはライザが日本万で貞助に切り掛かり，

その後ライザは家出をして，貞助の伯父の家に行き衣類などの扶助を求め

たり，或いは官吏の家などに数日潜伏したりした．そこで，南貞助は法律

に訴えんとしたが，親友の英国人が仲裁に入り，ライザに約定書へ誓約さ

せたが，同年3月にライザがまた同じような行為をしたので，南貞助はラ

イザに離縁を申し渡し，ライザが英国に帰してほしいと頼んだので，同年

4月上旬にライザを横浜から出帆させたので、ある．

さて，南貞助とライザの離婚の直接のきっかけとなった約定書で、あるが，

これは英語で書かれ，まずライザが3条項にわたり約束を誓い，署名し，

南貞助がライザの約束を受け入れて，ライザを法に訴える訴訟を引き下げ
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るとして署名している．ライザ、の署名の立会人は夕、、イヴアースである．ラ

イザはまず第 1条項で，南貞助や彼の親類や友人に対して悪い言葉やふる

まい，特に暴力行為をしないことを誓い，第2条項で，日本語を習い，南

貞助の友人たちと親しくして，妻としてのっとめを行うことを誓い，第 3

条項でライザが約束を破った場合，南から受けるべき扶養や保護の請求を

放棄することなどを誓っている．この約定書の署名の日付はライザの場合

が1882年（明治15年） 3月10日で南の場合が3月11日である．そして，ライ

ザとの離婚のことを通知するため，南貞助はライザ、の父親であるチャール

ズ・ピットマン（CharlesPittman）に1884年（明治17年） 4月20日付の手紙

を書留郵便にて送ったが，彼からは何も返事がなかったとのことである．

そのライザの父親宛の手紙の中で，南貞助がなぜこの時まで彼に手紙を出

さなかったかといえば，それはライザが彼女が日本を出発するまで手紙を

出さないように頼んだからであると説明しそれに続いて，南は離婚の事

情を以下のように書いている．まず，南はライザの来日以来ライザが欧風

の快適な生活をおくられるように彼がし、かに努力したかを述べ，その後ラ

イザが南に対して淑女としての流儀をたてにいろいろなことで反抗的に

なったと記しそして，ライザが大変残忍になり暴力を振るうようになっ

たので，約定書に誓約させ，一時はライザを勘弁したが，ライザがその約

定書の誓約までも破ったので，彼女を離縁したと説明する．そして，南貞

助は，ライザ、にとっては（離婚により帰英い，南貞助からもまた日本の法

律からも解放され，英国人と一緒に暮らす方がし、いことであると書いてい

る．ここでライザが「日本の法律から解放される」と述べていることは，

多分南がライザの行為を法に訴えるかもしれないと脅迫したことを指すも

のと思われる．

さて，前述した南貞助の井上馨宛の手紙の説明によると，ライザは明治

15年 (1882年） 4月上旬に離日したことになっている．また，南は別の手紙

でもライザは明治15年 4月に離日していると書いている．ところが，私見
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では，ライザは明治16年 (1883年） 4月5日に横浜を出帆しているように考

えられる．南貞助はライザ離日の年を 1年間違って記憶していたように思

われる．その理由は，まず約定書の署名の日付が1882年（明治15年） 3月10

日と11日で，次の月の上旬にライザが離日するのは少し間隔が短すぎるよ

うに考えられる．また，南は1884年（明治17年） 4月20日付でライザの父親

に手紙を出しているが，ライザが離日した年を明治15年（1882年）とする

と，間隔が 2年間あり，離婚の通知の手紙を出すのには少し間隔が長過ぎ

るように思われる．むしろ，ライザは明治16年 4月に離日しその翌年

南が父親に離婚の通知を出したと理解する方が妥当のように思われる．

そのことは，次に述べる英字新聞の記事からも裏付けられる. 1883年（明

治16年） 4月7日発行の「TheJapan Weekly Mail」の「船舶消息」の記

事によると， 4月5日に横浜を出発した英国の香港行きの汽船である

「Bangalore」の乗客名簿の中に「Mrs.Minami」とし、う名前が記載さ

れている．多分，これがライザが離日した時の記録で、あろう．そこで，ラ

イザは明治16年（1883年） 4月5日に横浜を出帆したことと考えるのが妥当

であろう．また，一方，南貞助は外務省には明治18年に第二夫人となる伊

沢せんと香港で結婚したと届出ているが，実際には明治16年に日本で結婚

しているので，この「Mrs.Minami」は南に合流するため香港に出発し

た伊沢せんのことであるとも考えられるが，これは時期的には不可能であ

る．なぜならば，南貞助は東京府准奏任御用掛から明治18年 6月25日付で

漢口領事に任命され，同年 7月8日付で香港領事に転任しているからであ

る．やはり， 1883年（明治16年） 4月5日に横浜を出帆した「Mrs.Mina 

mi」はライザのことであろう．そのライザは1849年 5月20日にロンドン

近郊で出生しているので，この時33才で、あった．その後のライザの消息は

よくわからない．南貞助がライザを自分の戸籍には入籍しなかったと述べ

ているように，ライザ・ピットマン（ElizaPittman）は明治6年に来日し

明治16年4月5日に離日して約10年近く日本に在住したが，日本国籍とは
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ほとんど、無縁で、あったと思われる．

さて，上述したように南貞助の結婚が日本政府から許可を受けた最初の

国際結婚の事例と見なすことができ，仮にその結婚許可の年月日を山口県

より外務省に届が出された明治6年6月3日とすると，これに非常に近接

しているのが英国人 W.H.フリーム（W.H.Freame）と北川静との結婚の

許可年月日である．この結婚の場合は滋賀県より何が出され，明治6年6

月7日付で太政官より許可が下りている. W.H.フリームと北川静の事例

は少なくとも太政官から許可された最初の国際結婚で、ある．ただしフ

リームが明治14年に死亡し，明治18年に北川静が日本国籍の復籍の願を出

した時に判明するのであるが，北JII静は日本国籍から除籍はされていたが

英国籍には入っていなかったので、ある．すなわち，フリームは英国領事館

に結婚の届，妻や子供の英国籍への入籍などの届を一切していなかったの

である．また，英国副領事ロングフォードによると，フリームは北川静と

の結婚以前にすでに英国人と豪州で結婚していたもょうである．南貞助と

ライザ・ピットマンの結婚そしてフリームと北川静の結婚の両方とも一方

の当事者が英国人であるが，英国公使パークスまたは英国側がこれらの 2

件を太政官布告第103号との関係で問題にしていた様子は見られないが，

多分これらの事例がパークスに知らされていなかったか，または国籍の移

動がなかったので、あえて問題にしなかったかもしれない．

尾崎三良とパサイア・モリソンの結婚と離婚

尾崎三良（在英当時の名前は戸田三郎）は三条実美の嗣子三条公恭の英国

留学に随行し慶応 4年（1868年）に渡英しその後およそ 2年余ロンド

ンのウィリアム・モリソン（WilliamMason Morrison）の家に同居し，英

語等を勉強した．ウィリアム・モリソンの職業は militarytutorとか

private tutorなどになっており，軍関係を含む上級学校などのための個
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人教師などを職業にしていたと思われ，その関係で多くの日本人が彼から

英語を学んでし、る．そして尾崎三良とウィリアム・モリソンの娘のパサイ

ア・モリソンは1869年 3月 4日に結婚し 3人の娘， O’yeiEvelyn 

Theodora Kate (1870年12月14日生）， Masako Maude Mary Harriet 

(1872年1月15日生）， Kimie Florence Bathia Alexandra (1873年10月18日
(26) 

生）をもうけている．この 3人の娘のうち，長女（お英，または英子）と三

女（君子）がし、ろいろと曲折はあったが，後に尾崎三良に引き取られ日本

国籍に入っている．この 2人の娘は日本に出かけたり，帰英したりと日英

聞をし 2回往来しているが，長女が 2回目に日本に出かけるのは，英国

に滞在していた門野幾之進が帰朝後彼女の境遇を福津諭吉に話し，福津諭

吉が彼女を慶雁義塾の幼稚舎の教師に推薦したからである．その長女は後

に尾崎行雄の第 2番目の夫人となる尾崎テオドラ夫人であり，三女は日本

でスウェーデン人の HenrikOuchterlonyと結婚し次女（政子）は来日

せずに英国に居住し英国で英国人の AlfredGames Hewittと結婚し

た．前述したそリソン父子と尾崎三良との聞の事情を， 1887年（明治20年）

7月14日付でそリソン家の友人であるセオドアー・ジャーヴィス

(Theodore Jervis）が東京の英国総領事であるトレンチ（LePoer Trench) 

宛に書いた手紙の日本語訳から引用すると以下のようである．この手紙は

トレンチから東京で1887年（明治20年） 9月27日付で内閣総理大臣である伊

藤博文に送付されている．

ダブリュー，エム，モリソン氏ハカムブリッジ大学ヲ去ルノ後私家学

生（プライベートビューピュル）ヲ教諭スルコトニ従事シ大ニ其効ヲ見

タリ千八百六十八年ノ頃日本人英国へ来遊スルニ至リ氏ニ就テ英語及

英国ノ法律習慣ヲ学フモノ多カリキ中ニ二名ノ日本人氏ノ家ニ来住ス

ルコトトナレリーハ日本太政大臣ノ子三条氏ニシテ当時尚ホ若年ニテ

アリキ他ハ三条氏ヨリ遥二年モ増シタル尾崎氏即チ其人ナリキ三条氏

ハ其後常ニモリソン一家ト懇親ヲ保チ此ノ事件ニ付委細情実ヲ知リ尾
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崎氏ノ利害ニ反対スル断然、ノ説ヲ有セリ尾崎氏ハモリソン氏ノ唯一人

ナル令嬢ノミシヤ女ト互ニ相想フノ情ヲ起セシハ尾崎氏ノモリソン氏ノ

家ニ来住以来程遠キ事ニハアラサリキ斯クテ両人ノ、千八百六十九年三

月四日免許ヲ得テ婚儀ヲ結ビ三女ヲ挙ケタリ

以上の記述にもあるように，尾崎三良（戸田三郎）とパサイア・モリソン

の英国での結婚は1869年3月4日のことで，日本で最初に日本政府より許

可された国際結婚の第 1号と思われる南貞助とライザ・ピットマン (Eliza

Pittman）の英国での結婚よりも 3年以上前のことであった．尾崎三良と

南貞助の 2人はもちろん英国で面識があり，岩倉使節団が英国に滞在中の

明治 5年（1872年）に起きた銀行倒産事件で，南が倒産した銀行の重役の

1人になっており，尾崎は留学生の総代として留学生に渡す金を南の銀行

に預けた被害者になっている．この当時尾崎三良はもうパサイア・モリソ

ンと結婚し 2女をもうけていたのに，「尾崎三良白叙略伝」では自分の

結婚については一切触れていないが，南貞助の英人妻との生活については

次のように記述している．

南は取締役として月給二百ポンド即ち我今の二千円を受け，倫敦に宏

壮なる家屋を借り，英人を妻となし随分賛沢な活計を為し，たまたま

日本の書生などが訪問すると客室へ招じ葡萄酒などを饗し，妻諸共出

で来り挨拶を為し……

尾崎三良や南貞助の結婚の場合もそのまま英国に在住し続けたならば，両

者の結婚につき日本側に届を提出したり，日本政府より結婚の許可を得

る必要はなかったかもしれない．実際，その当時英国で英国人の女と結婚

した日本人で日本側に届を出したり，結婚許可などを求めた形跡が少なく

とも筆者の調べた資料では見当たらない場合がある．広島藩出身の西川虎

之助は1874年（明治 7年） 5月20日にロンドン近郊で KatieHenrietta 

Winterと結婚し 1874年 6月29日に長女 HenriettaOkiyoと1875年 8月

7日に次女 MaudKatie Asacoが出生した．西川虎之助は明治12年（18
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79年）に英国人の妻をともなって帰朝したが，日本側にどのような届を出

したのか，またはまったく阿も出さなかったのか不明で、ある．

さて，一方，尾崎三良は1873年（明治 6年）に妻子を英国に残し，日本

に帰朝した．その帰国の際尾崎三良はノミサイア夫人に日本に同道するよう

に尋ねることはしなかった．ただ尾崎三良は時を期して英国に送金するこ

とを約束したが，これは実行されなかった様子で、ある．そこで，父親であ

るウィリアム・モリソンは1880年（明治13年）に「氏ノ友人日本ノ外務卿

井上伯ニ書ヲ寄セ」，井上馨に相談している．井上馨は尾崎三良に1,300ポ

ンドを支払わせるようなことを提案したが，パサイア夫人は自ら井上馨に

手紙を出し，尾崎三良を英固または欧州のどこかに赴任させてもらうよう

に嘆願している．そして送金の話は立消になり，尾崎三良は1880年（明治

13年）にロシアの首都ベテルプルグに外務一等書記官として赴任すること

となった．パサイア夫人も同年9月にベテルプルグに行き，尾崎三良と同

居したが，不和となり，同夫人は同年10月にロンドンに戻り，尾崎三良も

翌1881年（明治14年） 7月にロンドンに行き，尾崎三良とパサイア夫人は

尾崎三良が送金をすることなどを条件に離婚の約定書に署名してる．約定

書によると，離婚の直接の原因はノミサイア夫人が尾崎三良と一緒に日本に

行くことを拒絶したことになっており，ノミサイア夫人が日本行きを拒絶し

た理由は，尾崎三良がもうすでに日本で2度目の結婚をしており，且つ，

パサイア夫人が日本の法律によると夫が2人の妻を所有することが可能で

あることを知っていたからで、ある． 2人の妻を所有することは妾制度のこ

とを意味するのであろう．後で騒ぎが大きくなる尾崎三良英人妻離婚騒動

の根本の原因はノミサイア夫人が明治13-14年当時日本に行かなかった，ま

たは行けなかったことであるように思われるが，そうすると，この騒動の

核心は一夫一妻制度からはずれた日本の妾制度であるとも考えることがで

きるかもしれない．

尾崎三良がベテルブルグへの赴任を承諾したのが明治13年 (1880年） 3 
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月であり，もうすでに同年4月5日付で尾崎三良より外務卿井上馨にパサ

イア・モリソンとの婚姻願が出され，翌日に井上馨より太政大臣三条実美
(34) 

にその婚姻願が上申され，同年4月21日にはもう婚姻の許可が下りている．

また，同年5月には尾崎三良がパサイア夫人を赴任地ベテルプルグに携行

する許可も下りており，尾崎三良は同月末に日本を出発している．同年7

月26日付のノミサイア夫人の入籍願は柳原前光駐露公使より外務卿井上馨に

送られ，同年11月に井上馨より東京府知事に送付されている．前述したよ

うに，明治14年 (1881年） 7月にロンドンで離婚の約定書が取り結ぼれて

いるので，同年9月に帰国した尾崎三良は早速ノミサイア・モリソンとの離

婚およびパサイア・モリソンの復籍を東京府に届け出て，東京府は同年9

月30日付で離縁および復籍を上申している．

さて，本稿のテーマに直接関係する国籍事項であるが，パサイア・モリ

ソンは明治13年 (1880年）から明治14年 (1881年）にかけて短期間日本国籍

に入籍されていると思われるが，その時も英国籍からは除籍されず，彼女

は一生を通じて英国籍のままであったと思われる．ただし彼女の姓

(family name）については，彼女は最初は“Toda＂そして後には

“Ozaki”を使用していた．離婚後も“Ozaki”とし、う姓をそのまま使用

していた様子で，「夫人（ノミサイア夫人）はかかる虐待に遭っても流石学者

の娘だけあって不在の三郎（尾崎三良）を夫と呼び他人が三郎の悪口を云

ふと却て怒った位で、あった」．姓に関しては，娘の尾崎テオドラ夫人の場

合はいろいろと偶然が重なっている．まず，尾崎三良の娘としての尾崎テ

オドラ（英子）から姻戚関係のまったくない，むしろ敵対関係にあった同

じ尾崎姓の尾崎行雄夫人になっている．尾崎テオドラは結婚前に自分の母

親の元の姓であるモリソンと同じ姓の，タイムズの特派員などをしていた

オーストラリア人の G.E.モリソンと恋愛関係にあったなどがそれに当た

る．尾崎テオドラ夫人は1932年（昭和7年）にロンドンの客舎で夫尾崎行

雄に看取られながら永眠しているが，母親のノミサイアは93才まで長生きし，
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1936年（昭和11年）にロンドンで、次女 MasakoMuade Hewittに見守られ

ながら亡くなっている．尾崎三良は1918年（大正 7年）に77才で死亡して

いる．パサイアの死亡証明書によれば，パサイアは BathiaCatherine 

Ozakiとし、う名前で，日本の外交官男爵尾崎三良の未亡人として死亡届

が出されている．死亡届は次女により提出されており，これによりパサイ

アが次女に何を教えていたかが伺われる．パサイアは意識の中ではあくま

でも尾崎三良の妻で、あったしまた，夫である尾崎三良は日本の外交官で

あった．実際に尾崎三良が外交官であったのはロシアの首都のベテルブル

グで外務一等書記官として勤務したわずかな期間にすぎなかったので、ある

fJ ~. 

いわゆる「尾崎三良妻英人パサヤカスレーン離婚の件」が外務省などで

大きな問題になるのは，実は明治14年の離婚以後のことで，それまでパサ

イア親子を支えていたノミサイアの父親のウィリアム・モリソンが1885年

（明治18年） 1月に死亡しノミサイアが親子の窮状を在ロンドン領事園田孝

吉に訴えた以降のことである．いみじくも園田孝吉が外務卿井上馨宛の手

紙に書いているように，この件は「ー私人ニ関スルー小事トハ申ナカラ内

外人交渉ノ件ニ有之候間或ハ之ニ由テ御国ノ美名ヲ汚ス等ノ結果ヲ生スマ

ジクトモ保、ン難」いことと思われ，「御国ノ名誉ニモ関係」することと認

識されていた．まさにこの事件の中に，個人の事柄が国家の事柄にも関係

してくるとし、う国際結婚が抱える問題が象徴的に表れているように曹、われ

る．尾崎三良が離婚する明治14年当時，尾崎三良は外国人との結婚をめぐ

るスキャン夕、、ルの象徴で、あった様子で，駐独全権公使で、あった青木周蔵が

自分の部下である棚橋軍次のドイツ人女性との結婚（本稿リスト62）の許

可を外務卿井上馨に求めた手紙の中で，青木は棚橋軍次の性質は「彼尾崎，

栗本，飯塚輩之比に非す」と述べ，スキャンダルの代表として尾崎三良，

栗本貞次郎，飯塚納の 3名を上げている．栗本貞次郎は栗本鋤雲の養子で，

フランス勤務時代に何か女性問題があったらしい．飯塚納は Pauline
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Richterと結婚しているが（本稿リスト 12），のちに離婚している．いずれ

にしても，尾崎三良はその 3人の中の筆頭で、あった．

英国人が関係した早期の事例

すでに詳述したように，日本人と外国人との国際結婚を許可した太政官

布告第103号を外国公使が承認しない件で，日本側にとって 1番問題に

なっていたのは英国公使ノ之ークスである．そして，前述したようにパーク

スが太政官布告第103号による英国人と日本人の結婚を実質的に承認する

のは本稿リストの11(William A. Craneと村瀬登茂）, 13 (George A. Wake 

と茂木婦志）, 14 (J. L.O. Eytonと土方喜代）, 18 (Henry A. Craneと柴崎カ

ネ）の結婚からである．これらの 4例以前に英国人が関係し日本政府から

許可された事例は4件ある．もうすでに述べたように，本稿リストの11,

13, 14, 18の4例以前に日本政府の許可を求めなかったケースとしては英

国で結婚した尾崎三良や西川虎之助の場合があった．日本政府の許可を受

けた方の 4件の事例のうち，最初の 2件は南貞助とライザ・ピットマン

(Eliza Pittman）および W.H.フリーム（W.H.Freame）と北川静の場合

でもうすでに記述した．残りの 2件は本稿リスト 4のシンガポール生まれ

で英国籍の TanBeng Teckと磯部和以の事例と，同 5の三宮義胤と英国

人アレシーア・レイノアの事例である. Tan Beng Teckと磯部和以の結

婚は日本で取り行われた最初の欧式結婚で，英国の長崎領事であるフラ

ワーズも承認している．その結婚は英国側では長崎領事フラワーズが1873

年（明治 6年） 10月3日に執行した領事結婚として登録されてし、る．ただ

しこの場合も英国籍が日本国籍に移る事例ではない．一方，三宮義胤と

英国人アレシーア・レイノアの場合は，太政官布告第103号の規定によれ

ば夫人の国籍を英国籍から日本国籍に移さなければならない結婚である．

三宮義胤は明治 7年 4月10日に在英日本公使館から結婚許可を受け，ロン
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ドンで結婚している．英国側にも届を出している．三宮は，その当時結婚

の許可は受けているが，英国においては尾崎三良，南貞助，西川虎之助の

場合と同じように英国夫人の国籍を日本国籍に移す入籍などの手続をして

し、ない．その後，三宮義胤は明治10年10月25日付で東京府に夫人の就籍願

を出しているが，それにつき東京府と外務省とが結婚許可確認のやり取り

をしている聞に三宮義胤は夫人の就籍願の書類の返却を東京府に申し出て，

就籍願を取り下げている．前述したように，英国公使パークスは明治 9年

4月の段階で日本人と結婚した英国婦人の英国籍から日本国籍への移籍を

認めているので，三宮は願を取り下げる必要はなかったと思われる．三宮

は当時在独日本公使館勤務の外務二等書記官で，英国側の事情を知らない

外務省が国籍の件につき心配し，三宮義胤に何か連絡したのかもしれない．

実際にはどのような理由で三宮義胤が夫人の就籍願を取り下げたのかは不

明である．いずれにしても，英国婦人の日本国籍への移籍は，英国公使

ζークスの太政官布告不承認問題などがあったので，外務省ではいろいろ

と問題をはらんでいる事項であると見なされていたと思われる．問題が

あった典型的な例として次に若山儀ーの事例を取り上げる．

若山儀ーは明治 7年 5月23日付で東京府に「英領耶麻伊加キングストン

府故英陸軍加比丹ジョールダン女ヂュリーア」との結婚許可願を出した．

このジュリア・ジョー夕、、ンは米国ニューヨークに在住していたが彼女の国

籍は英国籍であると思われる．この時にはもうすでに若山儀ーとジュリ

ア・ジョーダンはニューヨークで結婚していたようである．一方，東京府

にとってはこれが初めて取り扱う内外婚姻の許可願であり，外務省にその

取り扱いの手続について問い合わせをしている．それに対する外務省の回

答に外務少輔上野景範が書いたと思われる次のような指示が付されている．

若山｛義一英国之女を要リ度願出ハ百三号之御布告ニ可準ハ勿論ナレド

モ右御布告ハ英国之婚姻法ニ反シ連も英人と婚姻スルの規則に必適セ

ザ、ル旨過日英公使論申候其時拙者之答ニ右布告ハ是非英国人と婚姻せ
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しむる之法ナラス難ども其法ニ満足シ違論ナキ外国人と婚姻スル之規

則ナレハ若此規則英国法ニ反シふまんナラパ英国之人民ハ婚姻相ナラ

ザ、ル通之事ナリト右之次第二付此儀ハ正院へ伺出候上東京府へ返答し

て可ナラン

すなわち，太政官布告第103号によれば若山儀ーと英国婦人との結婚を許

可すべきであるが，英国公使パークスがこの布告に反対しているので，太

政官正院に伺を出して東京府に返答すべきだとしている．また，上野は

ノミークスの反対について日本人との結婚を希望する外国人に対しもし太

政官布告に異論がなければその結婚を許可しこの布告に不満ならば結婚

を許可しないまでであるとしている．太政官では，この上野景範外務少輔

の意見が反映して，内外婚姻を許可する時には許婚証書が必要であるとい

う議論に発展して行くのである．さて，若山儀ーの方には東京府より「外

国ヨリ我国人ニ嫁スルヤ必其政府之許可ヲ得移籍無之候テハ不相成儀ニ付

本人ヨリ其国領事へ願立認可ヲ得タル上ならで、ハ難差許」とし、う達が出さ

れ，ジュリア・ジョーダンが英国領事より英国籍から日本国籍への移籍す

る許可を得る必要がある旨が伝えられた．それに対して，その時若山儀ー

は留守であり，若山儀ーの名代の者がそれを承知したと東京府に回答し

その件はそれっきりとなり，若山儀ーとジュリア・ジョーダンの結婚の件

は許可されないままとなった．この結婚には若山儀ーの親戚などの反対な

どがあり，結局，若山儀ーとジュリア・ジョーダンは明治9年7月には別

れざるをえない事情となった．皮肉なことに若山儀ーが明治 7年にロベル

ト・ジョンストン（またはロヘルド・ジョンソン）の著述を翻訳し出版し

た「万国通私法」が日本で、最初に出版された国際私法の書籍となるのであ

る．これは岩倉使節団の大蔵省理事功程の第4巻として出版された．多分，

原著者はニューヨークで若山儀ーと親交のあった人で，自分自身が国際結

婚にかかわる若山儀ーの要請により著述をなしそれを若山儀ーが翻訳し

たので、はないかと思われる．また，原著者は，名前および日本人との関係
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を考慮すると，小野梓がニューヨークで個人的に法律の教授を受けた人物

と同一である可能性がある．ジュリア・ジョーダンは若山儀ーと別れアメ

リカに戻る時，若山儀ーと先妻との聞にできた某（英語名 Shiori Louisa 

Wakayama）をアメリカに連れて帰り養育した．後にこの菜をどちらで引

き取るかをめぐって若山儀ーとジュリア・ジョーダン（当時の名前は Mrs.

Shannahan-Knowlton）は，ニューヨークで裁判事件をおこすのである．

皇族と国際結婚

若山儀ーとジュリア・ジョーダンとの結婚の場合のように，国際結婚が

許可されなかった例として皇族北白川宮能久親王とドイツ貴族の Tettau

男爵夫人 (BaroninBertha von Tettau）との婚約事件がある．北白川宮能

久親王は伏見宮邦家親王の第九子で，明治天皇の叔父にあたるが，戊辰戦

争の際には輪王寺宮として幕府側についている. Tettau男爵夫人は普仏

戦争の時に死亡したドイツ騎兵隊の将校，男爵 Tettau氏の未亡人で，同

じドイツ貴族の男爵 Bredow-Wagenitz氏の娘である．北白川宮能久親

王の婚約事件のあらましは明治天皇の事蹟を記した「明治天皇紀」による

と以下のようであった．北白川宮能久親王は明治 4年よりドイツのベルリ

ンにて留学中で、あったが，明治8年頃よりドイツの皇族や貴族および各国

の王子などとの交際が頻繁になり，そのための余分の経費が必要になり，

学資の増額を要請した．しかし本国では台湾征討などがあり，財政的に

苦しい時でもあり，また他の親王家への経費援助に比べて，北白川宮能久

親王への学費援助は多額で、あったので，明治9年4月にすでに学業も進歩

したので、明治 9年中に帰朝するようにと親王に帰朝の命が下りた． しかし

親王は私費をもって留学を続ける意志があり，留学の延長を懇請したが，

それも許されず，再び親王は明治10年 1月に一旦帰朝するように命じられ

ている．また，親王はすでに明治 9年 (1876年）のクリスマスに Tettau
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夫人と婚約を交わしており，その結婚の勅許を得るため，宮内卿徳大寺実

則宛に内願の書簡を出し，また，同じ件につき右大臣岩倉具視にも書簡を

出している．それらの書簡の内容およびそれ以降の事態の推移につき，

「明治天皇紀」の明治10年 4月21日の条項の記述を引用するとに次のよう

になる．

是れより先王は独逸国貴族ブリタアの女と結婚の内約あり，之れが勅

許を得んと欲して宮内卿徳大寺実則に内願の書を発し，又書を右大臣

岩倉具視に寄せて日く，量に帰朝の命ありと難も，学業半途にして帰

朝せば数年間の勉学水泡に帰せんとす，故に尚二三年の留学を切望す，

且文明の源流は婦人に発すと云ふ欧州、｜の通論に由り，独逸国貴族の女

を要りて皇家を助け国家に尽さんと欲す，のりて卿の斡旋を以て特に

之れが勅許を得んと希ふと，別に独逸国駐在公使青木周蔵が当時同国

貴族の女と婚せんとする例を挙げて纏述する所あり，更に家令をして

委曲の内情を具視に告げしむ，太政大臣三条実美・具視・実則等，王

の書を見て事の意外なるに驚く，実則之れを宮内省出仕木戸孝允に商

る，孝允亦d博然、として思へらく，事皇室の尊厳に関し，其の影響の人

民に及ぼす所大なりと，乃ち決して聴許せらるべからざるを説く，実

美固より同意なるを以て，直に天裁を仰ぎ，昨二十日（明治10年4月

20日）実則をして王に電報を発せしめて日く，皇族の外国人と婚嫁す

るを得るの規定なし且事重大に属す，突然申請せらる斗は軽卒の至

りなり，決して聴許あらせられず，且既に帰朝の勅命あり，直に発程

せらるべしと

以上の記述によると，北白川宮能久親王はドイツ貴族の女と結婚すること

が，皇室を助け，国家に尽力することにもなると訴えており，また，許可

された国際結婚の例としてドイツ駐在公使の青木周蔵の結婚（本稿リスト

23）を挙げている．たしかに青木周蔵の場合は同年（明治10年） 1月25日

に結婚が許可され，同年3月27日にエリザベット・フォン・ラーデとドイ
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ツで結婚している．また，北白川宮能久親王からの書簡を受け取った右大

臣岩倉具視，宮内卿徳大寺実則および当時の太政大臣である三条実美等は

事の重大さに驚き，結局，徳、大寺実則がこの件につき木戸孝允に相談し，

その木戸孝允の意見が結局三条実美をして北白川宮能久親王の結婚を許可

しないことに決意させ，そして，天裁を仰いだ三条実美は，明治10年 4月

20日に徳大寺実則を通じてベルリンの北白川宮能久親王に直ちに帰朝する

ようにと電報を送った．「明治天皇紀」の同じ条項の続きの部分によると，

岩倉具視も 4月21日に外務卿寺島宗則を通じて同じ趣旨の命令を親王に伝

えるようにドイツ駐在青木公使に電報を送付している．また，同じ 4月21

日に，明治天皇も徳大寺実則を通じて北白川宮能久親王に本年中に帰朝す

るように電報を送っている．

さて，「明治天皇紀」の明治10年 7月の条項によると，北白川宮能久親

王は明治10年4月12日にベルリンを出発し，同年 7月2日に横浜に着港し

ている．帰朝命令の電報が4月20日と 4月21日の両日に発せられているの

で，親王のベルリン出発の日について，もしかすると「明治天皇紀」の 4

月か 7月のいずれかの記事の日付が間違っていると思われる．多分「明治

天皇紀」の 7月の条項のベルリン出発の日付である 4月12日が間違いでは

ないかと思われる．とし、うのは， 1877年（明治10年） 5月12日付のロンドン

の日刊紙「タイムズ」にタイムズの特派員による 5月11日ベルリン発の記

事として，北白川宮能久親王の婚約発表のことが報道されている．親王が

ベルリンを出発したのは5月12日のことで，「明治天皇紀」の編者が5月

のことを4月と取り間違えたので、あろう．このタイムズの記事からもわか

るように，北白川宮能久親王はベルリンを出発する前に親王とドイツ貴族

夫人との婚約をドイツの新聞等に発表していたので，親王の帰朝後にその

ことが問題になり，大臣，参議，宮内卿等はそのことについての解決方法

および親王の処分を内議し結局岩倉具視に一任した．そして岩倉具視は

外務卿等と協議し，北白川宮能久親王にドイツ婦人との婚約を破約しま

152 



明治前期国際結婚の研究

た親王のふるまいにつき謹慎の意を表すように説得した．親王は岩倉具視

の説得にしたがい，謹慎するため，同年 7月26日に京都に行き，そしてド

イツ貴族夫人に破約の旨を通告した．以上が「明治天皇紀」による北白川

宮能久親王とドイツ貴族夫人との婚約事件の概要である．

さて， 1877年（明治10年） 5月12日付の北白川宮能久親王の婚約発表の記

事よりも前に，すでにタイムズには1877年（明治10年） 4月16日付で「日本

の皇室」とし、う見出しの小さな記事が掲載されている．その記事は，北白

川宮能久親王が Tettau夫人と1876年（明治9年）のクリスマスに婚約し

2人は1877年（明治10年）中に結婚し南ドイツに住み，親王はもう日本

には戻らないことを伝え，また，北白川宮能久親王が日本を離れた理由は，

彼ではなく彼の甥（明治天皇のこと）が天皇になったことであると記述し

ている．このタイムズの記事は同じロンドンで毎週火曜日に発行されてい

た週刊の新聞で、ある「Mayfair」の記事によっていることが示されており，

1877年（明治10年） 4月17日付の「Mayfair」にまったく同文の記事が掲載

されている．「Mayfair」の記事が何に依拠しているかは書かれていない

が，多分ドイツの新聞等であると思われる．また， 4月21日付のロンドン

の日曜紙である「TheExaminer」にも北白川宮能久親王の婚約のこと

が青木周蔵の結婚のことと一緒に小さく記載されている．そして 4月中に

発行されたタイムズなどの英国の新聞が船便などで日本に到着しそれら

の北白川宮能久親王に関する小さな記事が横浜などで発行されている英字

新聞にも引用され，また，それらの英文紙の記事が抄訳されたりして，ご

く1部の日本の新聞，たとえば明治10年 6月9日付の「郵便報知」などに

引用されている．しかしこの事件はごく 1部の新聞等には報道されたか

もしれないが，ほとんど知られないままに終わったようである．

さて，次に「事皇室の尊厳に関し，其の影響の人民に及ぼす所大なり」

と強く北白川宮能久親王とドイツ貴族夫人との結婚に反対した木戸孝允と

国際結婚との関係について言及してみたい．この木戸孝允の皇族の国際結
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婚に対する反対について不思議に思うのは，明治維新政府の高官の中でも

木戸孝允の回りには多くの国際結婚をした人物が関わっていたからで、ある．

その理由の 1つは木戸孝允が長州関係者の中枢に居り，長州関係者の多く

が留学などの恩恵を受けることがで、きたからで、あると思われる．それにし

ても，北白川宮能久親王の婚約事件が関係する明治 9' 10年頃の年代を例

にとると，「木戸孝允日記」によれば，尾崎三良（本稿リスト 44），南貞助

（本稿リスト 1），青木周蔵（本稿リスト 23），井上省三（本稿リスト 27），松野

間（本稿リスト 21）などの国際結婚関係者の名前が「木戸孝允日記」に現

れる．木戸孝允が死亡する明治10年までに外国人の女と結婚した日本人の

男で，上記の以外の人物は，三宮義胤（本稿リスト 5），飯塚納（本稿リス

ト10），鳥潟小三吉（本稿リスト 24）のみである．そのうち，三宮義胤など

はもしかすると木戸孝允と何らかの関係があったかもしれないのである．

少なくとも書簡のやり取りはしている．また，松野｛澗とクララ・ティーテ

ルマン（ClaraTietelmann）との結婚については，木戸孝允は青木周蔵や

品川弥次郎等から依頼されてその結婚実現に尽力している．たとえば，

「木戸孝允日記」の明治 9年12月10日の条に「松野は独逸人と婚姻の義漸

許可に至れり余七月以来尽力終に今日に至れり本邦人西洋人との婚姻公然

たるもの之を始とす」と記されている．木戸は松野に結婚資金として二百

円を貸したり，松野の婚約者，クララ・ティーテルマンが来日した時はそ

の宿舎を世話したり，また，届書などの手落やその他の理由により結婚が

数ヵ月延期になり，この婚約者が男ばかりのドイツ公使館に宿泊すること

や松野と同居することをことわった時は，木戸はこのドイツの婦人に同情

し，自分の家の 1つを提供している．また，木戸より青木周蔵宛の書簡に

よると，松野耐とクララ・ティーテルマンの結婚許可が遅れた理由は，届

書の手落や外務卿寺島宗則などの慎重な対応と共に， ドイツの公使がクラ

ラ・ティーテルマンがドイツの保護下を離れ日本の法律の下に入ること

に対して反対していたような様子である．これは前述した英国公使ノζーク
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スが太政官布告第103号を承認しなかった理由と同じである．それに対し

て，木戸は「当人（ClaraTietelmann）はどこまでも夫之服従候法律之下

に立と申決心に付候ては如此よき機会は無之に付ーも二もなく許可候事こ

そ我利益と頻りに迫り立候得共」と，本人が日本の法律の下に入る（すな

わち，日本国籍取得）と申しているので早く日本側として許可しなさいと寺

島宗則外務卿に迫っているほどである．そして，ついに松野間とクララ・

ティーテルマンは明治9年12月17日に結婚することができ，木戸孝允一家

は松野夫妻の結婚式に招待され，木戸はその日の日記に再び「本邦人外国

人と公然たる婚姻これを以て始となす」と記している．木戸孝允は岩倉使

節団の副使としてロンドンに滞在した時に南貞助とライザ・ピットマンの

結婚のことは知っていたはずと思われるしまた尾崎三良とパサイア・モ

リソンの結婚のことも承知していたと思われるが，木戸はこれらの 2人の

結婚は公然たる国際結婚とは見なしていなかった様子で、ある．また，青木

周蔵と井上省三の結婚は翌年の明治10年のことなので，木戸孝允にとって

はまさに松野間の結婚が本邦最初の公然、たる日本人の男と外国人の女の国

際結婚になるのである．公然、，非公然、を含めて，以上のような国際結婚関

係者と交際の多い木戸孝允にとっても，皇族の国際結婚は特別の問題で，

皇室の尊厳に関係し，人民に与える影響が大きいと思われたので，やはり

許可できかったので、ある．ちなみに明治時代の身分制度の中で，皇族の次

に位置する華族の国際結婚の最初は明治24年に許可された三好太郎とアグ

ネス・エー・ブルーワーの結婚（本稿リスト 121）で，その華族の国際結婚

は太政官布告第103号廃止以後も日本政府からの許可が必要で、あった．

外国人婿養子の一事例としての「快楽亭ブラック」の結婚

外国人の婿養子・入夫の件は，太政官布告第103号に対する各国の反応

の章で、述べたように，夫となる自国民の男が自国籍を捨てて日本国籍を取
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得する事例であり，外国側にとっては理解が困難な制度で、あった．また，

一方，日本側にとっても，必ず外国人の男による日本国籍への帰化がとも

なう事例でもあり，通常の外国人の男と日本人の女との国際結婚の場合よ

りも結婚許可の審査はきびしかったと思われる．その場合，どのようなこ

とが問題となったのか，または逆に問題にならなかったのかを示すため，

通称「快楽亭ブラック」と呼ばれる英国人へンリー・ジェームス・ブラッ

ク（HenryJames Black）と石井アカとの聞の結婚（婿養子）の事例を取り

上げ、てみたい（本稿リスト 138）.「快楽亭ブラック」は， 日本の新聞のノミイ

オニアとしてまた「ヤング・ジャパン」の著者として有名なジョン・レ

ディ・ブラック (JohnRed die Black）の長男である．最近， 3冊ほどの

「快楽亭ブラック」についての著書が出版されたが，いずれもブラックの

結婚については詳しく記述されていないので，ここでは彼の結婚許可の記

録に言及してみたい．

明治26年 3月3日付で，石井ミネおよび同次女アカは，英国植民地オー

ストラリアのア夕、、リス町（？）出身の英国人へンリ－・ジェームス・ブ

ラックをアカの婿養子として貰い受けたいと東京府浅草区長に願い出てい

る．同月22日付で，浅草区長より石井アカの戸籍の写と共にこの願が東京

府知事に送付され，東京府では外国人が日本国籍に入籍する場合外国人よ

り宣誓書を徴するようにとし、う指令が外務および内務両大臣より明治24年

5月に神奈川県に出されているので，宣誓書や入籍の取扱方につき神奈川

県に照会を求めている．一方，石井ミネの方からは4月1日付で， 3月3

日付の婿養子・の願は願書に書き損じがあるとし、うので一旦下げ戻したし、と

東京府に願い出ている．そして，改めて，同年4月7日付で，石井ミネお

よびアカは，ブラックより宣誓書を出すことを承知した旨およびこの結婚

が重婚ではないことを記した手紙を添え，ブラックとの結婚（婿養子）の

許可願を東京府に提出している．東京府より 4月18日付で内務省にこの婿

養子の件につき伺が出され，内務省より東京府にブラックの「職業年齢調
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査上入用ニ付御取調有之度且本人品行ノ儀ハ特ニ警察官ヲシテ視察セシメ

ラレ該探偵書御送付有之度」と指令が出されている．そこで，東京府では，

ブラックの職業や年齢などについては英国副領事に問い合わせ，ブラック

の品行の探偵については警視庁に依頼している．以下はそれについての京

橋警察署長の報告である．

「へンリー・ゼームス・ブラック」ハ日本語ヲ以テ講談ヲ業トスルモ

ノニシテ常ニ男色ヲ好ムモノノ由故ニ是迄曽テ婦女子ニ対シテハ別段

不都合之廉アルヲ聞カズ然レトモ東京府平民高松元助（明治三年四月

十八日生）ナルモノヲ雇置キ非常ニ之ヲ愛シ殆ント夫婦モ膏ナラザル

有様ナリト云フ右之外差向不品行之形跡無之候条此段御回答候也

すなわち，京橋警察署長の探偵報告書によると，ブラックは男色者で高松

元助とし、う人物と夫婦同様の関係にあるが，婦女子に対してはまったく不

品行はなかったと報告されている．そして，このブラックの品行調査は警

視庁より東京府，そして内務省に送付され，ブラックの婿養子の件は，明

治26年 5月19日付で内務大臣より許可されているのである．ここで興味深

い点は，日本側ではブラックが男色者であることは石井アカとの結婚およ

び日本国籍への帰化に関してまったく問題にされていないことである．む

しろ，男色者であるので，婦女子に対して不都合がなかったと男色者であ

ることを肯定的に承認しているようにも受け取ることができる．どの程度

の婦女子に対する不品行が外国人婿養子・入夫および帰化の際に障害に

なったかは不明で、あるが，男色そのものはまったく障害にならなかった点

は大変おもしろいところである．快楽亭ブラックが男色者であったことは，

管見によると，わずかに 2' 3行小島貞二氏の「快楽亭ブラソク」で，ブ

ラックとブラックの養子であるホスコ（本名大野清吉，のちに石井清吉，手

品師としての芸名は松旭斎天左）が一説によるとホモの親子関係にあったよ

うであると触れられているのみである．いずれにしても，内務省より外国

人婿養子の許可を受けた後，ブラックと石井アカは明治26年 5月24日に結
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婚し同じ日にブラックは日本国籍に帰化している．

国籍による国際結婚の分析

本稿リスト掲載の230の国際結婚の事例を一方の当事者である外国人の

国籍で分類し男女別に掲げると，英国77（男65，女12），清国57（男57)' ド

イツ32（男14，女18），米国25（男13，女12），フランス15（男10，女 5），ロ

シア 5 （男 5），オランダ 5 （男 5），ポルトガル 3 （男 3），デンマーク 3

（男 3），スイス 3 （男 3），ベルギ－ 2 （男 1，女 1），スペイン（フィリピ

ン） 2 （女2），オーストリア・ハンガリ－ 1 （男 1）となる．便宜上，植

民地の国籍は植民地を管轄する国の国籍に入れた．英国の中には，英領イ

ンド 2 （男 2），英領シンガポール 2 （男 2），英領ジャマイカ 1 （男 1)'

英領マルタ 1 （男 1），英領オーストラリア 1 （女 1)' ドイツには，独領

マーシャル島 1 （女 1）が含まれ，スペインの場合はすべてスペイン領

フィリピンの事例で、ある．これらの数字を国籍別に百分率にすると，英国

が33%強，清国が25%弱とこの 2ヵ国で全体の約58%を占め，その後ドイ

ツ14%，米国11%，フランス 7%などと主要欧米諸国が続く．これらの数

字により，ある程度この時期に日本人がどのような国家の国民と関係を

持ったかを推定することができるが，もしこれらの国籍数を男女別に見

ると，もう少し詳しく日本人と外国人の国際結婚の様子，ひいては日本人

と諸外国人との関係がわかって来る．本稿のリストが範囲としている明治

6年から明治30年の時代には，日本人の男と比較して日本人の女が外国に

出かける機会は少なく，また外国人の女が外国人の男と比較して日本に来

るケースも少なかったと考えられる．このような状況では，日本人の女と

外国人の男の国際結婚における夫の国籍別の数字は，日本に在住する外国

人の国籍別の数字を反映し日本人の男と外国人の女の国際結婚における

妻の国籍別の数字は，留学などで、海外に出かけた日本人の派遣先の国別の
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人数を反映すると考えられる．前掲したように，日本人の女を妻とした国

際結婚の男の国籍別の数字は，英国65，清国57, ドイツ14，米国13，フラ

ンス10，ロシア 5，オランダ5，ポルトガル3などとなり，以下に記述す

る日本在住の外国人の国別人口統計と概略対応している．日本在住の外国

人の数は，その統計が得られる明治9年から明治30年までの期間の男女を

併せた数字を掲載すると，総数166,618人の内，清国54.21%，英国19.63

%，米国9.62%, ドイツ5.20%，フランス3.93%，ポルトガル1.20%，オ

ランダ＇L17%，ロシア1.12%などとなり，また，男のみの数字は明治 9年

から明治16年の期間しか得られないが，総数40,577人の内，清国59.10%,

英国18.23%，米国7.15%, ドイツ4.51%，フランス3.60%，オラン夕、、

1. 62%，ポルトガル1.00%，ロシア0.80%などとなる．ちなみに，この期

間，日本在住の外国人の85%弱が男で、あった． 日本在住の外国人の男と国

際結婚の相手となる日本の女との関係は対等とは程遠く，通常日本人の女

ははじめ妾同様の使用人として外国人の男に雇われていて，子供が出来た

りした後に正式の結婚を申請している場合が多い．明治20年ぐらいまでの

結婚許可申請の書類にはしばしばそのことが記載されている．たとえば，

本稿掲載のリストの最初の100件の内， 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 

30, 33, 38, 41, 45, 48, 50, 52, 53, 60, 61, 64, 70, 73, 74, 83, 85, 

91, 97の27件にそのことがはっきりと記載されている．

次に日本人の男と外国人の女の国際結婚に移り，日本人の男を夫とした

外国人の女の国籍別の数字は， ドイツ18，英国12，米国12，フランス 5な

どとなり，次に掲げる文部省が明治8年から明治30年までに留学生を派遣

した国別派遣数（一人で複数の国に派遣された分を含む）に対応している．す

なわち， ドイツ95，英国44，フランス29，米国27などとなる．この期間に

海外に留学生等を派遣した機関は文部省だけに限らないが，文部省の例は

この期間に留学生などとして海外に派遣された日本人全体の傾向を反映し

ていると思われる．日本人を相手とした国際結婚の男女別の数で
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ドイツの場合のみ女の数が男の数を上回り， ドイツが日本人の最大の留学

先である点に対応している．男女差別が強い時代とはいえ，日本人の男と

国際結婚した外国人の女の立場は日本と西洋諸国の関係を反映している分

だけ恵まれていたので、はないだろうか．

以上の国際結婚の国籍による分析から，この期間，日本と諸外国との関

係では，国際結婚総数の 3分の lに関係する英国の存在がし、かに大きかっ

たことがわかる．英国人は在住外国人の中でも有力な地位を占め，また英

国は日本人の派遣先としても大きな地位を占めた．また，英国公使パーク

スなどの外国公使があれ程反対した外国人の婿養子・入夫についても，本

稿リストでは全部で15件事例が含まれているが，前述した快楽亭ブラッッ

クの事例を含めてそのうち 9件は英国人の事例である．また，国際結婚の

国別の分析では英国の次が清国になっているが，清国人（中国人）が日本

に来往するについてはやはり英国人が関与していた場合も多かったと思わ

れる．英国人の使用人や料理人として日本に来た中国人も多かったで、あろ

う．清国の場合，英国， ドイツ，米国，フランスの場合と異なり，日本人

との国際結婚では男だけが関係しており，日本人の男と清国（中国）の女

の結婚が皆無である．中国人の男が関係した国際結婚は全部で＇ 57件で、ある

が，この内中国人の出身地が判明しているのが50件である．その50件を清

国（中国）の省別に見ると，広東省36件，漸江省、 6件，福建省、 3件，江蘇

省3件，山東省、 2件となる．この広東省36件の内広州府出身が28件，その

広州府28件の内16件が香山県出身者である．結局，出身地が判明している

50人の中国人の内約 3分の 1に相当する16人が広東省広州府香山県の出身

である．日本人と中国人の国際結婚といっても，実態は大部分は限られた

地域の出身の中国人との結婚で、あったので、ある．

前述したように，国際結婚の 1番問題になる点は国籍事項である．夫婦

は同ーの国籍でなければならないとし、う前提があった時代の国際結婚で、は，

夫婦のどちらかの国籍，通常は妻の方の国籍が夫の方の国籍に移籍しなけ
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ればならなかった．明治32年に国籍法が施行されるまで，小笠原諸島の住

民およびごく小数の中国人の帰化を除き，日本における国籍の移動はほと

んどなんらかのかたちで、国際結婚に関連していたと思われる．明治23年4

月に横浜在住の英国人ジョセフ・アーネスト・デベッカー (Joseph

Earnest De Becker）は内閣総理大臣に書簡を送り，どのようにすれば日

本に帰化することができるかとし、う問い合わせをしている．それについて

の外務省から内閣書記官長宛への回答は，国際結婚の婿養子・入夫以外に

外国人が日本への帰化を許された例はないとし、う返事である．このデベッ

カーは翌年 7月に小林エイとの入夫結婚が許可され（本稿リスト 122），小

林米可と名前を変え日本に帰化している．逆にいえば，デベッカーの例か

らでもわかるように，国籍の移動から正確な数字ではないにしでもある程

度の国際結婚の様子が把握できると考えることができる．国籍の転出入に

ついては，「日本帝国民籍戸口表」によれば，明治19年から明治30年まで

の12年間に59人の外国人が日本国籍を取得し， 298人の日本人が日本国籍

を失い外国籍を入手したことがわかる．これらの数字がある程度国際結婚

の様子を反映していると思われるが，しかしこの中ではたして正確に何

人が国際結婚の当事者で、あるかははっきりしないのである．なぜならば，

日本国籍から外国籍への移動の中に国際結婚に伴う私生子の国籍の移動が

含まれているからである．本稿掲載リストの中で， 44, 61, 64, 74, 79, 

80, 83, 88, 91, 94, 97, 101, 103, 176, 208, 220の16件に結婚許可を

申請した段階で、私生子などとして登録された当事者の間の子供があること

が知られている. 88のフランシス・ブリンクリ（FrancisBrinkley）と田

中ヤスの場合，田中ヤスはブリンクリとブリンクリの前の妾との間の子供

と，自分とブリンクリとの間の子供の 2人を引き連れブリンクリに婚嫁し

ようとしたが， 2人の子供はこの時は英国側の事情により日本国籍のまま

に残されたようである．いずれにしても，私生子の国籍移動を伴うなどの

点もこの時代の国際結婚の特徴かもしれない．
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おわりに

明治時代の最大の外交課題は条約改正で、あった．その条約改正論議の中

で最も問題となったのが内地雑居で、あった．内地雑居賛否両論と少なから

ず関係したのが雑婚，すなわち国際結婚である．内地雑居および雑婚の両

方に反対した加藤弘之は「雑居論者中には往々雑婚説を是とする者もあ

る」と内地雑居と雑婚を結び付けている．また，その時代は進化論の影響

が大きく，雑居，雑婚について社会進化論の元祖であるスベンサーにお伺

いをたてているほどで、あった．その雑婚について，本稿は明治 6年に始ま

り明治30年に幕を閉じる太政官布告第103号時代の下での実態に迫ろうと

したものである．太政官布告下第103号での雑婚（国際結婚）では，国際結

婚の本質に関係する国籍事項が大きな問題になっており，その雑婚に係る

外国との関係では，その当時の最大の大国である英国の影響が強く反映し

ている．また，その時代の日本と朝鮮の状態を理解していても，現在の状

態から考えると，日本に 1番近い隣国である朝鮮の国民が全然関係してい

ないのも不思議な気がする．さて，日本外交にとって念願であった条約改

正はある意味では日本が独立した近代国家として認められるかどうかの試

金石のようなもので、あった．民法や法例などの制定を含む近代的法体系の

整備も条約改正達成のための一環として進められた．その条約改正が実現

する時代に入ると日本の国際私法である法例が施行され，太政官布告第10

3号の下での国際結婚の時代は終りを告げるのである．太政官布告第103号

の下で、の国際結婚の時代はある意味で、は過渡期で、あった．しかし過渡期

であるゆえに興味のある時代でもあった．
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国際結婚リスト

番号許可の年月日 夫の氏名 夫の国籍 妻の氏名 妻の国籍

明治6年 6月3日 南 貞 助 日本 Eliza Pittman 英国

2 明治6年 6月7日 William Henry 英国 北川静 日本

Freame 

3 明治6年 8月31日 鐘肇南 清国 新郷美尾 日本

4 明治6年 9月18日 Tan Beng Teck 英国 磯部和以 日本

5 明治 7年 4月10日 三宮義胤 日本 アレシーア 英国

レイノア

6 明治7年 4月23日 林 啓 陸 清国 磯田亀 日本

7 明治8年 6月10日 梁達卿 清国 安田房 日本

8 明治8年 7月15日 方 達 岐 清国 松本さた 日本

9 明治8年10月4日 林 擢 玉 清国 竹江多津 日本

10 明治8年10月8日 飯塚納 日本 Pauline Richter 米国

11 明治8年10月23日 William A. Crane 英国 村瀬登茂 日本

12 明治8年12月4日 林焼 清国 松村婦美 日本

13 明治9年 3月18日 George A. Wake 英国 茂木婦志 日本

14 明治9年 3月18日 J.し0.Eyton 英国 土方喜代 日本

15 明治9年 4月12日 Albert Du Bousquet フランス 田中花 日本

16 明治9年 4月17日 Rambert Maigre フランス 高 島リン 日本

17 明治9年 4月26日 飽謄暢 清国 松林美代 日本

18 明治9年 6月17日 Henry A. Crane 英国 柴崎カネ 日本

19 明治9年 7月11日 ヤコフチハイ ロシア 横井 リュウ 日本

20 明治9年10月12日 J armain 英国 大谷佐多 日本

21 明治9年11月30日 松野 l1問 日本 Clara Tietelmann ドイツ

22 明治9年12月14日 W. Reed 英国 小林和嘉 日本

23 明治10年 1月25日 青木周蔵 日本 エリザベ、ソト ドイツ

フォン ラーデ

24 明治10年 2月1日 鳥 潟 小 三 吉 日本 Francisca Birzle ドイツ

25 明治10年 2月21日 J. Mansbridge 英国 梅村チヨ 日本

26 明治10年 3月14日 黄如雲 英国 萩原ナカ 日本

27 
明治10年 3月18日 井上 省 三 日本 へートヴィッヒ ドイツ

ケ一二、ソヒ

28 
明治10年 8月18日 Simon Frost 英国 長浜よし 日本

Lawrence 

29 明治10年 9月26日 J. H. Goodchild 米国 相！｜｜ さだ 日本

30 
明治11年 3月26日 マシースヘルア ロシア 金 子喜和 日本

ンヤンセン

31 明治11年11月27日 飽坤買 清国 富岡カネ 日本

32 明治11年12月23日 クニヤ ポルトガル岡村ハナ 日本

33 明治12月3月17日 H. Rubart ドイツ 中井りよ 日本
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番号許可の年月日 夫の氏名 夫の国籍 妻の氏名 妻の国籍

34 明治12年 4月10日 M. Russell 英国 斎田モヨ 日本

35 明治12年 4月21日 Walter Loxton 英国 田中マツ 日本

36 明治12年 5月31日 山崎喜都真 日本 ヨハナ・ラウラ ト、イツ

ドレーベト

37 明治12年11月18日 高橋良教 日本 アンナ・ニュート 米国

ン イールプ

38 明治12年12月16日 M. Carroll 米国 安西アサ 日本

39 明治13年 2月2日 諏訪 秀三郎 日本
シャンヌ ヴワン ベルギーー
トヴェノレト

40 明治13年 2月12日 李 阿 善 清国 増谷雪 日本

41 明治13年 3月24日 フリソツ リチン米国 田中たき 日本
ノ之、ソク

42 明治13年 3月30日 イラリョ サビヤボルトガル原ふさ 日本

43 明治13年 4月14日 Claude William 英国 浅井きみ 日本

Kinder 

44 明治13年 4月21日 尾崎三良 日本 Bathia Catherine英国

Morrison 

45 明治13年 6月15日 Charles Liddle 英国 西沢タク 日本

46 明治13年 7月5日 飽載之 清国 鈴木フキ 日本

47 明治13年 7月16日 Thomas Georges 英国 大岡 リエ 日本

48 明治13年 7月16日 鄭 誠 之 清国 服部トミ 日本

49 明治13年 8月20日 鐘敵甫 清国 梅沢マツ 日本

50 明治13年 9月7日 William Thomas 英国 大熊勢舞 日本

51 明治13年 9月7日 耐l 銃弟 清国 竹下多祢 日本

52 明治13年 9月15日 Robert Clark 英国 原ミヤ 日本

53 明治13年10月6日 William Wheeler 英国 磯部リキ 日本

54 明治13年12月25日 Alick Asam 英国 前田 ミネ 日本

55 明治14年 1月31日 R. Gabaretta 英国 小山チヨ 日本

56 明治14年 3月11日 Adolph Russell 米国 内山よし 日本

57 明治14年 3月25日 William Watt 英国 根岸まき 日本

58 明治14年 5月4日 James Favre-Brandt スイス 松野ヒサ 日本

59 明治14年 6月8日 カシム ウイスラム英国 小沢タミ 日本

60 明治14年 7月14日 ラベス・ゼソト 英国 藤田フシ 日本

ロベルト

61 明治14年 8月27日 クリスチャン ドイツ 加藤 トヨ 日本
スケッフルマン

62 明治14年 9月2日 棚 橋 軍 次 日本 イダプラント ドイツ

63 明治14年 9月3日 J. Green 英国 土居チエ 日本

64 明治14年10月15日 John Scott 英国 木下雪 日本

65 明治14年12月1日 張位 清国 広瀬いま 日本

66 明治15年 1月17日 Percival Osborn 英国 小川瀬戸 日本
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番号許可の年月日 夫の氏名 夫の国籍 妻の氏名 妻の国籍

67 明治15年 2月21日 都維翰 清国 宕…戸ー ノフ 日本

68 明治15年 4月24日 劉仁修 清国 益田須与 日本

69 明治15年 4月29日 F.J. Le オランダ 磯村ステ 日本

Marchand 

70 明治15年 5月16日 Walter Hardy 英国 笠 原ヨシ 日本

71 明治15年 6月2日 王峻卿 清国 森テン 日本

72 明治15年 7月13日 Remi Garraud フランス 相原マチ 日本

73 明治15年 7月21日 A. McCallum 英国 根本チカ 日本

74 明治15年 9月15日 A.J .C. Geerts オラン夕、 山口キワ 日本

75 明治15年 9月22日 Robert Walker 米国 武 智いき 日本

Irwin 

76 明治15年12月2日 Henry Moss 英国 久 保くめ 日本

77 明治16年 2月14日 J.E. Reding ロシア 中 川よね 日本

78 明治16年11月12日 Matthew Wighall 英国 清水ヌイ 日本

79 明治16年12月28日 イー イーグリング英国 横 山セン 日本

80 明治17年 4月28日 Nicholas Phillips 英国 歌川ムラ 日本

Kingdon 

81 明治17年 5月9日 北 尾 次 郎 日本 へンリエソテ・ ドイツ

ルイーゼ トップ

82 明治17年 5月31日 大越成徳 日本 カーメン アギリ 英国

83 明治18年 4月2日 イーハンルウィス英国 小松ヨネ 日本

84 明治18年11月20日 高橋順太郎 日本 ルイーゼ・エリザベ ドイツ

ソト ハインリソヒ

85 明治18年11月21日 Eugene Bonneau フランス 後 藤ワキ 日本

86 明治19年 1月23日 菊田 大 次 郎 日本 Amanda Rinkowsky ドイツ

87 明治19年 1月27日 長井長義 日本 Therese Schumacher ドイツ

88 明治19年 3月25日 Francis Brinkley 英国 田 中ヤス 日本

89 明治19年 9月14日 梶梅太郎 日本 Clara A. Whitney 米国

90 明治19年 9月20日 Robert N. Walker 英国 福田サト 日本

91 明治19年10月15日 イ－・エーチ デンマーク 白 鳥キン 日本

ドウス

92 明治19年10月30日 Louis Colding デンマーク 永島 ミツ 日本

93 明治19年10月30日 Yeend Duer 英国 恒川ヤス 日本

94 明治20年 6月4日 Prosper Fortune フランス 鈴木ヤス 日本

Fouque 

95 明治20年 6月4日 柏村庸 日本 Natalie Hermine ドイツ

von Langen 

96 明治20年 8月9日 F. Schroeder ドイツ 斎藤 トヨ 日本

97 明治20年 9月 ジョンセィモール英国 永 井ツル 日本

98 明治20年12月8日 John White 英国 長浜トメ 日本

99 明治20年12月30日 冨 塚 寛 二 郎 日本 アイ夕、 クック 米国
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番号許可の年月日 夫の氏名 夫の国籍 妻の氏名 妻の国籍

100 明治21年 1月23日 Martin C. Carlsen 米国 上杉かも 日本

101 明治21年 4月23日 J. Chambers 英国 市j田コト 日本

102 明治21年 5月5日 玉本千代吉 日本 Elizabeth Amelia 英国

Booker 

103 明治21年 5月8日 Frank Warrington 米国 太田ナホ 日本

Eastlake 

104 明治21年 6月13日 楊源之 清国 木谷たま 日本

105 明治21年 6月15日 R. Brinckmeier ドイツ 工藤ハツ 日本

106 明治21年 8月27日 George Elliot 英国 加藤ツネ 日本

Gregory 

107 明治21年10月6日 木村 ！｜煩吉 日本 Mary Margaret 米国

Gallagher 

108 明治21年12月21日 藤 雅 三 日本 Marie Augustine フランス

Celestine Sere 

明治22年 伊東義五郎 日本 マリー・ルイズ フランス

フラパーズ

110 明治22年 1月16日 斎藤仙助 日本 Anna Krug トイツ

111 明治22年 6月22日 伊沢信三郎 日本 Adrienne Brayda フランス

Brun 

112 明治22年 6月26日 栗田勝之進 日本 Annie Henning 英国

113 明治22年 8月 小倉庄太郎 日本 マリヤ ドイツ

ニソチェスト

114 明治22年 9月14日 高峯 譲 吉 日本 キャリー ヒッタ米国

115 明治23年 1月9日 風 間 仙 吉 日本 Prudence-Eulalit フランス

Nemot 

116 明治23年 5月21日 James Johnston 英国 豊田 ミヨ 日本

117 
明治23年 8月11日

大田喜春正 日本 ミニー・マライア 米国

スミス

118 明治23年 9月24日 新渡戸稲造 日本 Mary P. Elkinton 米国

119 明治23年12月2日 エソチェス 英国 星野クニ 日本

ソロモン

120 明治23年12月17日 黄雄才 清国 武田しも 日本

121 明治24年 7月 1日 三 好 太 郎 日本 アグネス・エー 英国

フルワー

122 明治24年 7月29日 Joseph Earnest 英国 小林エイ 日本

De Becker 

123 明治24年11月10日 桑田量平 日本 ヨゼヒネ ウンシ ドイツ

124 明治24年11月18日 ヘンリー・モンド 米国 小川lかく 日本

コーリ ロベルト

125 明治24年12月8日 矢部富五郎 日本 ファーネポスト 米国

126 明治25年 8月11日 スウェンソン スイス 井上カメ 日本

127 明治25年10月19日 A.W.A.スタイン トイツ 北野 ミツ 日本
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128 明治25年10月19日 陶威就 清国 中 島アキ 日本

129 明治25年12月2日 中川森太郎 日本 Victoria de Rojas スペイン

130 明治26年 1月6日 梁 紹 宗 清国 帯野 トメ 日本

131 明治26年 1月9日 ヤセント レノール ベルギー 赤林フユ 日本

132 明治26年 2月2日 呉紀龍 清国 吉田サダ、 日本

133 明治26年 2月6日 村 上 熊 太 郎 日本 Therese Labuet ドイツ

134 明治26年 2月9日 A. Martel フランス 近藤ヤエ 日本

135 明治26年 3月1日 渡 辺 専 次 郎 日本 Mary Ann Davison 英国

136 明治26年 3月8日 菅沼元之助 日本 メリー・エ 米国

ゴウノL 卜

137 明治26年 4月21日 W. Warburton 英国 岸和田 フサ 日本

138 明治26年 5月19日 Henry James Black 英国 石井アカ 日本

139 明治26年 6月6日 Joseph Josiah 英国 前波クメ 日本

Conder 

140 明治26年 6月30日 馬阿満 清国 重松かん 日本

141 明治26年 8月2日 Oscar Kellner ドイツ ）｜｜瀬トメ 日本

142 明治26年 8月7日 アントリュ 米国 重井カネ 日本

フォステル

143 明治26年 8月7日 林紅妹 清国 稲 田キサ 日本

144 明治26年 8月23日 C.S.キルゴーア 英国 北野ヒロ 日本

145 明治26年 8月24日 E.E.キルトイル 米国 荒井ハマ 日本

146 明治26年 9月 トーマス 英国 荒井ラク 日本

マックマレー

147 明治26年10月4日 呉暁重 清国 今井ノ、マ 日本

148 明治26年10月31日 山田忠j萱 日本 Marguerite Varot フランス

149 明治26年10月31日 周 桂 廷 清国 大和ムメ 日本

150 明治26年12月27日 杜 蓬 山 清国 金子タキ 日本

151 明治27年 2月19日 ウィリアム ギル英国 西尾サト 日本

152 明治27年 2月22日 E.C. Fox 英国 宮 沢タキ 日本

153 明治27年 3月10日 ラルス・ショノしゼデンマーク 浪瀬 ソノ
日本

ン ラルセン

154 明治27年 4月28日 李 鏡 泉 清国 金光えし、 日本

155 明治27年 4月28日 William Kinninmond 英国 荒川マツ 日本

Burton 

156 明治27年 7月5日 王鎚生 清国 山下シソ、 日本

157 明治27年 8月11日 董阜成 清国 小島マキ 日本

158 明治27年 9月18日 葉成桐 清国 大 野サダ 日本

159 明治27年 9月19日 リチアルド ルツ ドイツ 松本 リヤウ 日本

160 明治27年 9月28日 Haskel Goldenburg ドイツ 井出キタ 日本

161 明治27年10月1日 禁 光 耀 清国 小島ナツ 日本
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162 明治27年10月4日 B.J .S. Brinkworth 英国 小田ハナ 日本

163 明治27年10月5日 李妻園 清国 渡辺ハナ 日本

164 明治27年10月6日 黄 連 卿 清国 津田イチ 日本

165 明治27年10月15日 F.J .B.エヅーアルフランス 山本カネ 日本

166 明治27年10月15日 李 歩 青 清国 鈴木マス 日本

167 明治27年10月16日 梁挺三 清国 杉崎ウラ 日本

168 明治27年11月27日 ェベルト・タア オランダ 柳川キン 日本

ブラソキー

169 明治27年12月11日 黄永祥 清国 袴田カツ 日本

170 明治27年12月12日 呉 寛 時 清国 丸山フデ 日本

171 明治27年12月28日 李 宗 漢 清国 山崎リタ 日本

172 明治28年 1月28日 Robert Jones 英国 加藤ハル 日本

173 明治28年 3月12日 George Bigot フランス 佐野マス 日本

174 明治28年 3月13日 フヒキコレート ポルトガル永野アサ 日本

175 明治28年 3月20日 w. jホワイトヘット 英国 後藤メリ 日本

176 明治28年 3月26日 Heinrich Coudenhoveオーストリア青山 ミツ 日本

-Kalergi ハンガリー

177 明治28年 4月 1日 李家捷 清国 小林ナカ 日本

178 明治28年 4月2日 陳 瑞 図 清国 伊藤イチ 日本

179 明治28年 5月4日 John Milne 英国 堀川 トネ 日本

180 明治28年 7月30日 ア－・ビーノミーカー ドイツ 矢島ハル 日本

181 明治28年 8月2日 F.H.ゴーイング 英国 鈴木マサ 日本

182 明治28年 8月30日 葉 明 富 清国 渡辺カネ 日本

183 明治28年 8月30日 ションパイク 米国 池部藤枝 日本

184 明治28年 9月12日 ゲリソト デ オランタ 山口マツ 日本

へール

185 明治28年 9月14日 ヂュトロンコワ一 フランス 荒木タカ 日本

セラフィン

186 明治28年 9月25日 ジュパン・シャル フランス 山中タマ 日本

ルマリー

187 明治28年11月6日 ジョン・チヤール英国 アネ 日本

スキーフ ミアレセイボレ

188 明治28年11月7日 H.J Hooper 英国 安藤ヤエ 日本

189 明治28年11月18日 グスタフ ドイツ 田中 トワ 日本
フィッシ〆ヤ／レ

190 明治28年11月29日 Julius Helm ドイツ 小宮ヒロ 日本

191 明治28年12月12日 Lafcadio Hearn 英国 小泉セツ 日本

192 明治29年 1月21日 Louis W. Moore 英国 若松マツ 日本

193 明治29年 2月20日 許 謙 遜 清国 長嶋ノ、ル 日本

194 明治29年 3月7日 中川金次郎 日本 Moggy Doffey 英国

195 明治29年 4月24日 C. Du Bois スイス 近藤シナ 日本
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196 明治29年 4月25日 エボンマント ロシア 伊藤キク 日本

197 明治29年 5月9日 George P. Den high ロシア 森 高テン 日本

198 明治29年 5月20日 羅鏡銘 清国 八木ソメ 日本

199 明治29年 5月26日 鄭賛 清国 長田ナベ 日本

200 明治29年 5月29日 C.G. De Jong オラン夕、、 山本ヨシ 日本

201 明治29年 5月29日 工 藤 義 祐 日本 Annie Ashton 英国

202 明治29年 6月11日 W. Emery 英国 金子 トラ 日本

203 明治29年 6月16日 信崎常太郎 日本 リキンナト ドイツ

204 明治29年 6月18日 石 川 華 吉 日本 M. Watt 英国

205 明治29年 6月22日

高橋アサ 日本

207 明治29年 8月6日 胡開由 清国 柴 田マサ 日本

208 明治29年 8月22日 陳柏昭 清国 井坂ヌヒ 日本

209 明治29年 9月1日 チヤールス 米国 佐久間ツネ 日本

ウィノLク

210 明治29年 9月14日 R.S. Schwabe 英国 宮寺キネ 日本

211 明治29年 9月23日 j毎回文作 日本 Catherine Hill 英国

212 明治29年10月30日 Carl T.J. Kufferath トイツ 堀シン 日本

213 明治29年11月16日 北 島 亘 日本 リリアン・メー 米国
フfラウン

214 明治30年 1月9日 Walter Bennett 英国 倉 場ハナ 日本

215 明治30年 4月7日 何 亜 英 清国 鈴木トヨ 日本

216 明治30年 4月21日 組広運 清国 宮崎キワ 日本

217 明治30年 5月5日 飽国 清国 松林 トメ 日本

218 明治30年 5月13日 大沢岳太郎 日本 Julia Meier ドイツ

219 明治30年 5月25日 F.J.H.ニンステット 米国 古 沢孝 日本

220 明治30年 5月31日 Henri George ドイツ 薄井 トキ 日本

Arnous 

221 明治30年 6月14日 劉発 清国 石川ハル 日本

222 明治30年 7月1日 冨岡 卯 七 郎 日本 エミリヤマリライ スペイン

223 明治30年 9月9日 伍訓学 清国 細 尾ハル 日本

224 明治30年 9月10日 久保田鶴雄 日本 アリサベット ドイツ

キョッベン

225 明治30年10月22日 ジョン ネレー 英国 白井 トキ 日本

226 明治30年11月5日 R. Ohly ドイツ 松野フミ 日本

227 明治30年11月8日 李栄方 清国 柳井カク 日本

228 明治30年11月16日 小 森 徳 之 日本 Libbie Knowlton 米国

229 明治30年12月9日 赤G 昇明 清国 植 木ミネ 日本

230 明治30年12月10日 何 1祈東 清国 鈴木ヤエ 日本
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註

(1) 明治前期の国際結婚に関する先行研究は非常に少ない．石井良助，“明治初

年の内外人婚姻法”（法学協会雑誌第83巻3号，のちに石井良助，“日本婚姻

法史”に所収）はこの分野の先駆的研究で，太政類典などを利用して国際結

婚の婚姻規則（太政官布告第103号）などの制定の事情を詳述している．ただ

し国際結婚の具体的な事例の研究には及んでいない．また，最近の研究と

しては大口勇次郎，“「国際結婚」事始め 内外人婚姻規則の制定事情 ”（お

茶の水女子大学女性文化研究センタ一年報第 4号1990年）があるが，この研

究は基本的にはオックスフォード大学ボードリアン図書館所蔵“外務省文

書”の中の“内外婚嫁”と題される記録と“大日本外交文書”のみに依拠し

ているように思われる．ボードリアン図書館所蔵のいわゆる“外務省文書”

は，明治前期に外務省での出来事などを在ロンドン日本公使館に連絡するた

めに送付された記録で、あると思われる．これは第二次世界大戦中に敵国財産

として英国側に接収された，いわゆる“日本大使館図書館”の資料の 1つで，

戦後 H.M.S.0.より 25ポンドでボードリアン図書館に売却されたものである．

その時ケンブリッジ大学図書館も類似の資料を購入している．オックス

フォードの資料は項目別に整理されており，ケンブリッジの分は年代別に整

理されている．オックスフォード大学ボードリアン図書館所蔵“外務省文

書”の“内外婚嫁”に掲載の史料は“続通信全覧”などのいくつかのものに

も含まれており，在外研究中の研究とはいえ，オックスフォードの史料紹介

とし、う点を除けば，むしろ基本的な史料に依拠した方がよかったように思わ

れる．いずれにしても，大口勇次郎氏の研究も石井良助氏の研究同様，明治

前期の国際結婚の具体的な事例を研究するところにまでは及んでいない．現

在のところ，明治前期の国際結婚の事例研究は皆無ではないかと思われる．

(2) 以下，外務省，“続通信全覧類輯之部14”，雄松堂， 1985.pp. 676 689に

よる．

(3）以下，“太政類典”，第 2編第330巻37による．

(4) 石井良助編，“太政官日誌第6巻”，東京堂出版， 1981.pp. 290-291. 

(5）以下，外務省調査部，“大日本外交文書 第 6巻”，日本国際協会， 1939.

pp. 697-707 ~こよる．

(6) 以下，英国外務省文書 FO97 I 503 7280による．

(7）“太政類典”，第 3編第79巻 4.

(8) 以下，外務省調査部，“大日本外交文書 第9巻ぺ日本国際協会， 1940.p 

p. 660-662 vこよる．

(9) 外務省調査部，“大日本外交文書第9巻ぺ日本国際協会， 1940.p. 667. 
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(10) 外務省外交史料館所蔵“内外人民結婚雑件 1”の中の“内外人民婚嫁規則

設立一件提要”

(11）“太政類典”，第 2編第330巻38-62，第 3編第79巻 3-12，第 4編第13

巻44，第52巻4-17. 

(12) “公文録”，内務省之部 明治 8年 7月一明治18年 9月．

(13) “官報” 1345（明治20年12月21日）に記載の英国人ジョン・ホワイ卜と長浜

トメ，同1374（明治21年 2月1日）に記載の米国人シー・エム・カアルセン

トと上杉かも，同1498（明治21年 6月28日）に記載の清国人楊源之と木谷た

まの事例

(1心 “女学雑誌” 175号（明治22年 8月17日）に掲載の小倉庄太郎とドイツ人マ

リヤ・ニッチェスト，同293号（明治24年11月21日）に掲載の米国人へンリー・

モンドコーリー・ロベルトと小）｜｜かくの事例

(15) “官報” 1062 （明治20年 1月18日），同1281 （明治20年10月4日），同1345

（明治20年12月21日），同1369（明治21年 1月25日），同1372（明治21年 1月28

日），同1374（明治21年 2月1白人同1498（明治21年 6月28日），同1669（明

治22年 1月24日），同1676（明治22年 2月2日），同1746（明治22年 4月29日），

同1964（明治23年 1月18日），同1985（明治23年 2月14日），同2261 （明治24

年 1月15日），同2564（明治25年 1月20日），同2595（明治25年 2月27日），同

2598 （明治25年 3月2日）．

(16) 外務省外交史料館所蔵“内外人民結婚雑件 1”

(1百 “宏徳院御略歴”（大正 4年）（謄写版印刷）

側 以下，外務省外交史料館所蔵“内外人民結婚雑件 2”による．

(19) 英国 GeneralRegister Office発行の結婚証明書

印） 外務省外交史料館所蔵“内外人民結婚雑件 尾崎三良離婚之件”

白1) “宏徳院御略歴”（大正 4年）（謄写版印刷）

印） 以下，外務省外交史料館所蔵“内外人民結婚雑件 2”による．

(23）“公文録”，官吏進退外務省 明治18年6月一明治18年12月．

ω “太政類典”，第 2編第330巻38.

邸） 1871年および1881年の英国国勢調査への回答で、は，ウィリアム・モリソン

の職業は militarytutorになっており，彼の死亡証明書では privatetutor 

になっている．日本側の出版物では，ウィリアム・モリソンはケンブリッジ

大学とカミオックスフォード大学の教授になっているが，彼はケンブリッジ大

学に入学しているが，卒業はしていない．彼の伯父である AlexanderJames 

William Morrsionはケンブリッジ大学の卒業生で， TruroGrammer 

Schoolの校長をしており， ドイツ文学の翻訳などの著書があり，学者として

171 



有名であった．ウィリアム・モリソンに英語を教えてもらった日本人は，

はっきりしている例として末松謙澄，南条文雄，井上馨の養女末子（のちの

井上勝之助夫人）などがあるが，井上馨なども英語などを教授してもらった

ことがあったかもしれない．末松謙j査が英国で源氏物語の英訳を出版した時

その英文をチェックしたのはウィリアム・モリソンではないだろうか．

位。 英国 GeneralRegister Office発行の結婚証明書および出生証明書

問“尾崎寄堂全集第5巻”，公論社， 1955.p. 755. 

四） “尾崎三良日記下巻”，中央公論社， 1992.p. 562. 

ω） 外務省外交史料館所蔵“内外人民結婚雑件 尾崎三良離婚之件”

。。 “尾崎三良白叙略伝上巻”，中央公論社， 1976.p. 119. 。1) 英国 GeneralRegister Office発行の結婚証明書および出生証明書

ω 手島益雄，“広島県先賢伝（広島県人名事典・附録）”，歴史図書社， 1976.

pp. 103-104および“国際人事典 幕末・維新 ”，毎日コミュニケーション

ス， 1991.p. 429. 

(33) 以下，外務省外交史料館所蔵“内外人民結婚雑件 尾崎三良離婚之件”に

よる．

（祖） 以下，外務省外交史料館所蔵“内外人民結婚雑件 2”による．

（却堀内節編，“明治前期身分法大全 第 2巻”，日本比較法研究所， 1974.p. 

355. 

(36) 牧野義男，“滞英四十年今昔物語”，改造社， 1940.pp. 15-16. 

間 ウッドハウス暁子，“日露戦争を演出した男モリソン下”，東洋経済新報社，

1988. pp. 37-40. 
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